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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　眼鏡に取り付けるためのハウジングと、前記ハウジング内に配設された複数の電子構成
要素と、を備える眼鏡用のアダプタであって、前記ハウジングは、
　前記ハウジングの延在方向及び／又は眼鏡フレームのテンプルの延在方向に延在する本
体であって、その両端を画定する前方セクション及び後方セクションと、前記前方セクシ
ョンと前記後方セクションの間に配設されてそれらを接続する中央セクションと、を有し
、前記本体の幅は前記中央セクションから前記前方セクションの前端に向かって減少し、
前記前端は前記テンプルに接触する、本体と、
　前記本体から横方向に突出した取り付け部であって、前記テンプルの一部に接続するよ
うに構成された溝を有し、前記溝は、前記前方セクションの前端において開口している、
取り付け部と、を有する、アダプタ。
【請求項２】
　眼鏡に取り付けるためのハウジングと、前記ハウジング内に配設された複数の電子構成
要素と、を備える眼鏡用のアダプタであって、前記ハウジングは、
　前記ハウジングの延在方向及び／又は眼鏡フレームのテンプルの延在方向に延在する本
体であって、その両端を画定する前方セクション及び後方セクションと、前記前方セクシ
ョンと前記後方セクションの間に配設されてそれらを接続する中央セクションと、を有し
、前記本体の高さは前記中央セクションから前記前方セクションの前端に向かって減少し
、前記前端は前記テンプルに接触する、本体と、
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　前記本体から横方向に突出した取り付け部であって、前記本体と共にサドルを形成し、
前記サドルは前記テンプルの一部を受け取るように構成された溝を有し、前記溝は、前記
前方セクションの前端において開口している、取り付け部と、を有する、アダプタ。
【請求項３】
　眼鏡に取り付けるためのハウジングと、前記ハウジング内に配設された複数の電子構成
要素と、を備える眼鏡用のアダプタであって、前記ハウジングは、
　前記ハウジングの延在方向及び／又は眼鏡フレームのテンプルの延在方向に延在する本
体であって、その両端を画定する前方セクション及び後方セクションと、前記前方セクシ
ョンと前記後方セクションの間に配設されてそれらを接続する中央セクションと、を有し
、前記本体の幅は前記中央セクションから前記前方セクションの前端に向かって減少し、
前記本体の幅は前記中央セクションから前記後方セクションの後端に向かって減少し、前
記前方セクションの前端は前記テンプルに接触する、本体と、
　前記本体から横方向に突出した取り付け部であって、前記テンプルの一部に接続するよ
うに構成された溝を有し、前記溝は、前記前方セクションの前端において開口している、
取り付け部と、を有する、アダプタ。
【請求項４】
　前方セクション、中央セクション、及び後方セクションを有するハウジングと、前記ハ
ウジング内に配設された電子構成要素と、を備え、前記ハウジングは、眼鏡フレームのテ
ンプルに固定されるように構成される溝を有する、眼鏡用のアダプタであって、
　前記ハウジングの前記前方セクションは、前記眼鏡フレームのテンプルの延在方向に対
して垂直な断面において、前記ハウジングの前記中央セクションの断面積よりも小さい断
面積を有し、
　前記溝は、前記前方セクションの前端において開口し、
　前記ハウジングの前記前方セクションの前端は、前記テンプルに接触する、アダプタ。
【請求項５】
　前方セクション、中央セクション、及び後方セクションを有するハウジングと、前記ハ
ウジング内に配設された電子構成要素と、を備え、前記ハウジングは、眼鏡フレームのテ
ンプルに取り付けるように構成される溝を有する、眼鏡用のアダプタであって、
　前記眼鏡フレームのテンプルの延在方向に対して垂直な平面内における前記ハウジング
の外側表面の長さを外周としたときに、前記ハウジングの前記前方セクションの前端の外
周が前記ハウジングの前記中央セクションの外周よりも小さく、
　前記溝は、前記前方セクションの前端において開口し、
　前記ハウジングの前記前方セクションの前端は、前記テンプルに接触する、アダプタ。
【請求項６】
　眼鏡フレームと、 前記眼鏡フレームに結合されたアダプタと、を備える眼鏡システム
であって、
　前記アダプタは、前方セクション、中央セクション、及び後方セクションを有するハウ
ジングと、前記ハウジング内に配設された複数の電子構成要素と、を有し、
　前記ハウジングの前記前方セクションは、前記眼鏡フレームのテンプルの延在方向に対
して垂直な断面において、前記ハウジングの前記中央セクションの断面積よりも小さい断
面積を有し、
　前記ハウジングには、前記前方セクションの前端において開口し前記テンプルと結合す
る溝が形成され、
　前記ハウジングの前記前方セクションの前端は、前記テンプルに接触する、眼鏡システ
ム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
[0001]　本国際出願は、２０１２年６月１１日出願の「Hearing Assist Enabled Electro
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nic Eyewear」という名称の米国仮出願第６１／６５８２１１号、２０１２年７月２０日
出願の「Sensing and Alarm Synchronization of Mobile Device and Electronic Eyewea
r」という名称の米国仮出願第６１／６７３８１２号、２０１２年９月４日出願の「Inter
active Master Adapter(IMA)for Eyewear」という名称の米国仮出願第６１／６９６６２
５号、２０１２年９月１８日出願の「Eyewear Comprising a Wireless Keyboard」という
名称の米国仮出願第６１／７０２５７９号、２０１２年１１月２日出願の「Interactive 
Adapter for Eyewear」という名称の米国仮出願第６１／７２１８９０号、２０１２年１
２月１２日出願の「Enhanced Interactivity Adapter for Eyewear」という名称の米国仮
出願第６１／７３６３３４号、２０１２年１２月１３日出願の「Enhanced Interactivity
 Adapter for Eyewear」という名称の米国仮出願第６１／７３６８１４号、及び、２０１
３年６月７日出願の「Adapter for Eyewear」という名称の米国出願第１３／９１３００
９号のそれぞれに対して優先権を主張するものである。これらの出願は、それぞれ参照に
より全体が本明細書に組み込まれる。
【０００２】
[0002]　本発明の実施形態は、拡張機能を有する眼鏡に関する。例えば、拡張機能を提供
するアダプタを有する眼鏡である。
【背景技術】
【０００３】
[0003]　長年にわたり、人が耳からぶら下げたBluetooth（登録商標）デバイスが青色光
を明滅させているのを見ること、又は、空港内で見渡す限りの人々が手と腕を固定させな
がら携帯電話を耳元で持っているのを見ることは、ごく普通であった。コンピュータ・モ
ニタ及びコンピュータは、大型のＣＲＴデバイスからデスクトップへ、ラップトップへ、
タブレットへ、ウェアラブル・コンピュータへ、仮想キーボードへ、更には仮想ディスプ
レイへと発展してきた。２０１０年には、全世界で１４億台ものパーソナル・コンピュー
タが使用されていた。
【０００４】
[0004]　今や、従来のデジタル・カメラよりも携帯電話で撮影されるデジタル写真の方が
増えている。２０１０年には、米国内だけでも１３９億枚のデジタル写真が撮影された。
現在、全世界で使用されている６０億台の携帯電話のうち、４９％がスマートフォンにな
っている。更に現在では、アプリケーションがスマートフォン及びタブレットに使用可能
なアプリケーションは１００万を超えている。２０１１年には、４５歳以下の１８％まで
がスマートフォンを使用していた。
【０００５】
[0005]　現在、非常に小型のセンサが、例えば空気中のＣＯ２、赤外線（ＩＲ）放射、紫
外線（ＵＶ）Ａ／ＵＶＢ放射、核放射線、電磁放射線、人の脈拍、心拍、歩行距離、走行
速度、温度、湿度、場所、周辺光、動き、高度、及び圧力を、感知することができる。毎
年、全世界では５億組の眼鏡が販売され、５億組のうちの１億が４５歳以上の人に販売さ
れている。現在、世界の人口の１８％が聴覚障害であると推定されるため、会話をより良
く理解するためにも音声の増幅が有益な可能性がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
[0006]　しかしながら、たとえ現在は眼鏡ベースのハンズフリー通信プラットフォームが
すぐれた機能を提供できるとしても、相変わらず消費者はこれを避けている。その理由は
単純で、現在提供されているハンズフリーの眼鏡プラットフォームの美的感覚の問題であ
る。結局のところ大多数の消費者にとって、美的感覚は眼鏡の機能に勝る。現時点では、
眼鏡に固定可能であり、小型で美的感覚を満足させる複数の機能を提供するデバイスは知
られていない。したがって、眼鏡に適切な美的感覚を与えながら対話型通信及び他の機能
をも提供する手段が、早急に求められている。こうした手段は、現在及び将来にわたって
もファッション眼鏡の様相を維持できるものとし、更に前述のようなハンズフリー機能も
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提供できることになる。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
[0007]　本発明のいくつかの実施形態は、眼鏡に取り付けるハウジング内に含まれる１つ
以上の電子構成要素を含むアダプタを提供する。ハウジングは、縦方向に延在する本体を
含み得、本体はその両端を画定する前方セクション及び後方セクションと、前方セクショ
ンと後方セクションの間に配設されてそれらを接続する中央セクションと、を有し、更に
ハウジングは本体から横方向に突出した取り付け部を含み得、取り付け部は眼鏡フレーム
のテンプルの一部に接続するように構成され、本体の幅は中央セクションから前方セクシ
ョンの前端に向かって減少する。
【０００８】
[0008]　本発明のアダプタのいくつかの実施形態において、ハウジングに含まれる電子構
成要素は、カメラと、カメラによってキャプチャされたイメージをリモート・デバイスに
送信するように構成された無線トランシーバと、カメラ及び無線トランシーバに電力を提
供するための電源と、を含む。
【０００９】
[0009]　本発明のアダプタのいくつかの実施形態において、ハウジングに含まれる電子構
成要素は、カメラと、カメラによってキャプチャされたイメージを記憶するように構成さ
れたメモリ記憶構成要素と、カメラ及びメモリ記憶構成要素に電力を提供するための電源
と、を含む。
【００１０】
[0010]　本発明のアダプタのいくつかの実施形態において、ハウジングに含まれる電子構
成要素は、マイクロフォンと、スピーカと、リモート・デバイスのアプリケーション・ソ
フトウェアと通信するように構成された無線トランシーバと、を含み、無線トランシーバ
は、マイクロフォンとアプリケーション・ソフトウェアとの間、及びスピーカとアプリケ
ーション・ソフトウェアとの間で、オーディオ信号を通信するように構成される。
【００１１】
[0011]　本発明のアダプタのいくつかの実施形態において、本体内部の容量は４０００立
方ミリメートルから１２０００立方ミリメートルの間である。
【００１２】
[0012]　本発明のアダプタのいくつかの実施形態において、幅は中央セクションから前方
セクションの前端に向かって連続的に減少する。
【００１３】
[0013]　本発明のアダプタのいくつかの実施形態において、取り付け部は本体と共にサド
ルを形成し、サドルはテンプルの一部を受け取るように構成される。
【００１４】
[0014]　本発明のアダプタのいくつかの実施形態において、アダプタは、テンプルがサド
ルによって画定されたアダプタの溝内に配設されるようにサドルをテンプルの上端の上に
固定する（例えば置く、留める）ことによって、テンプルに取付けるように構成される。
【００１５】
[0015]　本発明のアダプタのいくつかの実施形態において、アダプタは、テンプルがサド
ルによって画定されたアダプタの溝内に配設されるようにサドルをテンプルの下端の上に
固定することによって、テンプルに取付けるように構成される。
【００１６】
[0016]　本発明のアダプタのいくつかの実施形態において、本体の前端及び本体の後端は
、５０ミリメートルから１００ミリメートルの間の距離だけ分離される。
【００１７】
[0017]　本発明のアダプタのいくつかの実施形態において、本体の前方セクションの外側
側面は、中央セクションから前方セクションの前端に向かう側面テーパを画定する。
【００１８】



(5) JP 6158317 B2 2017.7.5

10

20

30

40

50

[0018]　本発明のアダプタのいくつかの実施形態において、テーパの長さは１０ミリメー
トルから３０ミリメートルの間である。
【００１９】
[0019]　本発明のアダプタのいくつかの実施形態において、前端での本体の幅は、中央セ
クションでの本体の幅の５％から１５％の間である。
【００２０】
[0020]　本発明のアダプタのいくつかの実施形態において、外側側面はテーパに沿って平
坦である。
【００２１】
[0021]　本発明のアダプタのいくつかの実施形態において、外側側面はテーパに沿ってカ
ーブしている。
【００２２】
[0022]　本発明のアダプタのいくつかの実施形態において、外側側面はカーブの前端での
本体の縦方向の延長部に平行である。
【００２３】
[0023]　本発明のアダプタのいくつかの実施形態において、外側側面はテーパに沿って少
なくとも２つの対向するカーブを画定する。
【００２４】
[0024]　本発明のアダプタのいくつかの実施形態において、本体の幅は後方セクションの
前部から後方セクションの後端に向かって減少し、本体の高さは中央セクションから前方
セクションの前端に向かって減少する。
【００２５】
[0025]　本発明のアダプタのいくつかの実施形態において、ハウジングは電子構成要素を
含む。
【００２６】
[0026]　本発明のアダプタのいくつかの実施形態において、電子構成要素は、プロジェク
タ、カメラ、ライト、マイクロフォン、無線通信モジュール、スピーカ、バイブレータ、
タッチ式スイッチ入力、及び電源のうちの、少なくとも１つである。
【００２７】
[0027]　本発明のアダプタのいくつかの実施形態において、電子構成要素は加速度計及び
ジャイロスコープのうちの少なくとも１つである。
【００２８】
[0028]　本発明のアダプタのいくつかの実施形態において、電子構成要素はテンプルのド
ッキング・ステーションと電気的に接続するように構成される。
【００２９】
[0029]　本発明のアダプタのいくつかの実施形態において、ハウジングは、耐水性、耐汗
性、及び耐塩性のうちの少なくとも１つである。
【００３０】
[0030]　本発明のいくつかの実施形態は、眼鏡に取り付けるハウジング内に含まれる１つ
以上の電子構成要素を含むアダプタを提供する。ハウジングは、縦方向に延在する本体を
含み得、本体はその両端を画定する前方セクション及び後方セクションと、前方セクショ
ンと後方セクションの間に配設されてそれらを接続する中央セクションと、を有し、更に
ハウジングは本体から横方向に突出した取り付け部を含み得、取り付け部は本体と共にサ
ドルを形成し、サドルは眼鏡フレームのテンプルの一部を受け取るように構成され、本体
の幅は後方セクションの前部から後方セクションの後端に向かって減少する。
【００３１】
[0031]　本発明のアダプタのいくつかの実施形態において、本体の後方セクションの外側
側面は、後方セクションの前部から後方セクションの後端に向かう後方テーパを画定する
。
【００３２】
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[0032]　本発明のアダプタのいくつかの実施形態において、外側側面は後方テーパに沿っ
て平坦である。
【００３３】
[0033]　本発明のアダプタのいくつかの実施形態において、外側側面は後方テーパに沿っ
てカーブしている。
【００３４】
[0034]　本発明のアダプタのいくつかの実施形態において、外側側面はカーブの後端での
本体の縦方向の延長部に平行である。
【００３５】
[0035]　本発明のアダプタのいくつかの実施形態において、外側側面は後方テーパに沿っ
て少なくとも２つの対向するカーブを画定する。
【００３６】
[0036]　本発明のいくつかの実施形態は、眼鏡に取り付けるハウジング内に含まれる１つ
以上の電子構成要素を含むアダプタを提供する。ハウジングは、縦方向に延在する本体を
含み得、本体はその両端を画定する前方セクション及び後方セクションと、前方セクショ
ンと後方セクションの間に配設されてそれらを接続する中央セクションと、を有し、更に
ハウジングは本体から横方向に突出した取り付け部を含み得、取り付け部は本体と共にサ
ドルを形成し、サドルは眼鏡フレームのテンプルの一部を受け取るように構成され、本体
の高さは中央セクションから前方セクションの前端に向かって減少する。
【００３７】
[0037]　本発明のアダプタのいくつかの実施形態において、本体の前方セクションの外側
上面は、後方セクションの前部から後方セクションの後端に向かう後方テーパを画定する
。
【００３８】
[0038]　本発明のアダプタのいくつかの実施形態において、外側上面は上方テーパに沿っ
て平坦である。
【００３９】
[0039]　本発明のアダプタのいくつかの実施形態において、外側上面は上方テーパに沿っ
てカーブしている。
【００４０】
[0040]　本発明のアダプタのいくつかの実施形態において、外側上面はカーブの前端での
本体の縦方向の延長部に平行である。
【００４１】
[0041]　本発明のアダプタのいくつかの実施形態において、外側上面は上方テーパに沿っ
て少なくとも２つの対向するカーブを画定する。
【００４２】
[0042]　本発明の実施形態の追加の特徴は、以下の説明に示されており、更に説明から部
分的に明らかとなり、又は本発明の実践によって習得可能である。前述の一般的な説明及
び以下の詳細な説明はいずれも、例示的及び説明的なものであり、請求された本発明の更
なる説明を提供することが意図される。
【００４３】
[0043]　本明細書に組み込まれて添付の図面は、本明細書の一部を形成し、本発明の実施
形態を例示している。図面は説明と共に、本発明の原理を説明するため、及び当業者が本
発明を作成及び使用することを可能にするために役立つ。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】[0044]本明細書に提示された実施形態に従った、充電受け台を示す図である。
【図２】[0045]本明細書に提示された実施形態に従った、アダプタ・ハウジングを示す図
である。
【図３】[0046]比較アダプタを示す図である。
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【図４】[0046]比較アダプタを示す図である。
【図５】[0046]比較アダプタを示す図である。
【図６】[0046]比較アダプタを示す図である。
【図７】[0047]本明細書に提示された実施形態に従ったアダプタを示す図である。
【図８】[0047]本明細書に提示された実施形態に従ったアダプタを示す図である。
【図９】[0048]本明細書に提示された実施形態に従った、アダプタ及び外部オーディオ構
成要素を備える眼鏡システムを示す図である。
【図１０】[0049]本明細書に提示された実施形態に従った、アダプタ及び電源コードを備
える眼鏡システムを示す図である。
【図１１】[0050]本明細書に提示された実施形態に従った、アダプタ及びバッテリ・パッ
クを備える眼鏡システムを示す図である。
【図１２】[0051]本明細書に提示された実施形態に従った、アダプタ及び操作ブレスレッ
トを備える眼鏡システムを示す図である。
【図１３】[0052]本明細書に提示された実施形態に従った、電源を含むアダプタを示す図
である。
【図１４】[0053]本明細書に提示された実施形態に従った、制御面を有するアダプタを示
す図である。
【図１５】[0054]本明細書に提示された実施形態に従ったアダプタを示す図である。
【図１６】[0054]本明細書に提示された実施形態に従ったアダプタを示す図である。
【図１７】[0054]本明細書に提示された実施形態に従ったアダプタを示す図である。
【図１８】[0054]本明細書に提示された実施形態に従ったアダプタを示す図である。
【図１９】[0054]本明細書に提示された実施形態に従ったアダプタを示す図である。
【図２０】[0054]本明細書に提示された実施形態に従ったアダプタを示す図である。
【図２１】[0054]本明細書に提示された実施形態に従ったアダプタを示す図である。
【図２２】[0054]本明細書に提示された実施形態に従ったアダプタを示す図である。
【図２３】[0054]本明細書に提示された実施形態に従ったアダプタを示す図である。
【図２４】[0054]本明細書に提示された実施形態に従ったアダプタを示す図である。
【図２５】[0054]本明細書に提示された実施形態に従ったアダプタを示す図である。
【図２６】[0054]本明細書に提示された実施形態に従ったアダプタを示す図である。
【図２７】[0054]本明細書に提示された実施形態に従ったアダプタを示す図である。
【図２８】[0054]本明細書に提示された実施形態に従ったアダプタを示す図である。
【図２９】[0054]本明細書に提示された実施形態に従ったアダプタを示す図である。
【図３０】[0054]本明細書に提示された実施形態に従ったアダプタを示す図である。
【図３１】[0054]本明細書に提示された実施形態に従ったアダプタを示す図である。
【図３２】[0055]本明細書に提示された実施形態に従った、持続的閉眼（prolonged eye 
closure）を決定するためのフローチャートである。
【図３３】[0056]本明細書に提示された実施形態に従ったアダプタを示す図である。
【図３４】[0056]本明細書に提示された実施形態に従ったアダプタを示す図である。
【図３５】[0056]本明細書に提示された実施形態に従ったアダプタを示す図である。
【図３６】[0057]本明細書に提示された実施形態に従った、人の目の動きに関連付けられ
た筋肉の動きを示す図である。
【図３７】[0058]本明細書に提示された実施形態に従った、装着者の皮膚に隣接する外側
面に制御面を有するアダプタを示す図である。
【図３８】[0059]本明細書に提示された実施形態に従った、装着者の皮膚に隣接する眼鏡
テンプルの内側に制御面を有する眼鏡を示す図である。
【図３９】[0060]本明細書に提示された実施形態に従った、装着者の皮膚の動きを決定す
るためのフローチャートである。
【図４０】[0061]本明細書に提示された実施形態に従った眼鏡システムを示す図である。
【図４１】[0061]本明細書に提示された実施形態に従った眼鏡システムを示す図である。
【図４２】[0061]本明細書に提示された実施形態に従った眼鏡システムを示す図である。
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【図４３】[0062]本明細書に提示された実施形態に従った、中空テンプルのチャネル構造
を示す図である。
【図４４】[0063]本明細書に提示された実施形態に従った眼鏡システムを示す図である。
【図４５】[0063]本明細書に提示された実施形態に従った眼鏡システムを示す図である。
【図４６】[0064]本明細書に提示された実施形態に従った、リモート・デバイスを備える
眼鏡システムを示す図である。
【図４７】[0065]本明細書に提示された実施形態に従った眼鏡システムを示す図である。
【図４８】[0065]本明細書に提示された実施形態に従った眼鏡システムを示す図である。
【図４９】[0065]本明細書に提示された実施形態に従った眼鏡システムを示す図である。
【図５０】[0065]本明細書に提示された実施形態に従った眼鏡システムを示す図である。
【図５１】[0065]本明細書に提示された実施形態に従った眼鏡システムを示す図である。
【図５２】[0065]本明細書に提示された実施形態に従った眼鏡システムを示す図である。
【図５３】[0065]本明細書に提示された実施形態に従った眼鏡システムを示す図である。
【図５４】[0065]本明細書に提示された実施形態に従った眼鏡システムを示す図である。
【図５５】[0065]本明細書に提示された実施形態に従った眼鏡システムを示す図である。
【図５６】[0065]本明細書に提示された実施形態に従った眼鏡システムを示す図である。
【図５７】[0065]本明細書に提示された実施形態に従った眼鏡システムを示す図である。
【図５８】[0065]本明細書に提示された実施形態に従った眼鏡システムを示す図である。
【図５９】[0065]本明細書に提示された実施形態に従った眼鏡システムを示す図である。
【図６０】[0065]本明細書に提示された実施形態に従った眼鏡システムを示す図である。
【図６１】[0066]本明細書に提示された実施形態に従った、眼鏡システムの表示された出
力を示す図である。
【図６２】[0067]本明細書に提示された実施形態に従った眼鏡システムを示す図である。
【図６３】[0068]本明細書に提示された実施形態に従った、イメージを投影するための眼
鏡システムを示す図である。
【図６４】[0068]本明細書に提示された実施形態に従った、イメージを投影するための眼
鏡システムを示す図である。
【図６５】[0068]本明細書に提示された実施形態に従った、イメージを投影するための眼
鏡システムを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００４５】
[0069]　次に本発明の実施形態を、同一の要素又は機能的に同様の要素を示すために同じ
参照番号が使用される添付の図面に示された、その実施形態を参照しながら詳細に説明す
る。「一実施形態」、「実施形態」、「いくつかの実施形態」、「例示の実施形態」など
の言及は、説明される実施形態が特定の機能、構造、又は特徴を含み得ることを示すが、
あらゆる実施形態が必ずしも特定の機能、構造、又は特徴を含むとは限らない。更にこう
した言い回しは、必ずしも同じ実施形態に言及しているとは限らない。更に、特定の機能
、構造、又は特徴が実施形態に関連して説明される場合、当業者であれば、明示的に説明
されているか否かに関わらず、他の実施形態に関連してこうした機能、構造、又は特徴に
影響を及ぼすことが理解されるであろう。更に、「含む」及びその変形（例えば「含んで
いる」）は、本明細書で使用される場合、示された機能又は構成要素を含み、他の示され
ていない機能又は構成要素を排除することのない、「オープン」遷移を示す。
【００４６】
[0070]　以下の例は、本発明の例示であって限定するものではない。現場で日常的に遭遇
し当業者に明らかな様々な条件及びパラメータの他の好適な修正及び適合は、本発明の趣
旨及び範囲内にある。
【００４７】
[0071]　眼鏡用アダプタ
【００４８】
[0072]　本明細書で開示された本発明の実施形態は、現在又は将来のファッション眼鏡を
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ハンズフリーの対話型通信プラットフォームに変換する方法を提供しながら、眼鏡の外観
はほとんど変わらず、更に制御機構の大部分が見えないか又は目立たないように実行され
る。デバイスがインテリジェンス及び対話性を提供していることに気付くように注意を払
わなければならない。これにより、ファッション眼鏡は目立ち、本発明の実施形態に従っ
たデバイスはファッション眼鏡フレームと一体化して美的感覚的に目立たなくなる。
【００４９】
[0073]　いくつかの潜在的な眼鏡増強デバイス・ハウジングの外側全体の寸法は、外部及
び内部の両方の測定と同様に、デバイスの前方、中央、及び後方で等しい。例えば、外側
全体の厚みは図３～５に示された例示の比較の厚みと同様であり得る。これらのデザイン
は、図６～８に示された本発明の実施形態と対比可能である。一般に、本明細書で開示さ
れた本発明の実施形態は試作品が製造されており、組み込まれた電子部品は本明細書では
拡縮図に示されている。本明細書で説明される実施形態は、フォーム・ファクタと機能性
を組み合わせて実用的な市販製品を達成している。
【００５０】
[0074]　本発明のいくつかの実施形態は、眼鏡に取り付けるハウジング（例えばハウジン
グ１０、図２及び２５を参照のこと）を提供する。ハウジング１０は、眼鏡に拡張機能を
提供するアダプタ５０を含むことができる。いくつかの実施形態において、アダプタ５０
は眼鏡から分離され、取り外し可能に取り付けられる。言い換えれば、眼鏡の永続的又は
不可欠な部分ではない。このように、アダプタはいかなるタイプの眼鏡にも適用可能であ
り、既存の電子構成要素を有する眼鏡に限定されない。美的感覚を満足させる視覚的効果
を達成するために、ハウジング１０は、縦方向Ｌに延在する本体１２を含むことが可能で
あり、本体は、その対向する端部を画定する前方セクション１４及び後方セクション１６
と、前方セクションと後方セクションとの間に配設されそれらを接続する中央セクション
１８と、本体１２から幅方向Ｗに突出している取り付け部２０と、を有し、取り付け部２
０は眼鏡フレームのテンプルの一部に接続するように構成され、本体１２の幅は中央セク
ション１８から（例えば、テーパ２４が始まる前方セクションの後部で）前方セクション
の前端１５に向かって減少する。これにより、ハウジング１０がテンプルに取付けられた
場合、（例えば前方から見た場合）ハウジング１０の外観を最小限にする助けとなり得る
。ハウジング１０のいくつかの実施形態において、取り付け部２０は本体１２と共にサド
ル２２を形成し、サドル２２は眼鏡フレームの一部を受け取るように構成される。サドル
は、眼鏡フレームのテンプルに取り付け可能な任意の機構又は構成とすることが可能であ
る（例えばいくつかの実施形態において、サドル２２は眼鏡フレームのテンプルを受け入
れるチャネルを画定する）。いくつかの実施形態において、取り付け部２０はチャネル以
外、例えば磁石、面ファスナ、スナップ、又は他の締結機構である。縦方向Ｌは、一般に
ハウジング１０の延在方向に沿って、及び／又は眼鏡フレーム（又は眼鏡フレームのテン
プルを受け取るか又はこれに結合することが意図されたハウジング１０の一部）のテンプ
ルの一般的な方向に沿って、延在可能である。横方向Ｗは、縦方向Ｌとは異なる方向に延
在可能であり、必ずしも縦方向Ｌに垂直ではない。しかしながら、いくつかの実施形態に
おいて、横方向Ｗは縦方向Ｌにほぼ垂直である。更に、横方向Ｗは、縦方向Ｌを中心に任
意の方向（例えば（図２に示されるように）左右、上下など）に配向し得る。
【００５１】
[0075]　いくつかの実施形態において、１つ以上の電子構成要素を十分に収容するために
、本体１２の容積は４０００から１００００立方ミリメートルの間である。容積は、本体
１２に含まれる電子構成要素の数及びタイプに応じて増減し得る。例えば、本体１２がラ
イトを含む実施形態では、その容積は５５００から６０００立方ミリメートルの間（例え
ば５７００立方ミリメートル）とすることができる。また例えば、本体１２がライト及び
カメラを含む実施形態では、その容積は６５００立方ミリメートルから７０００立方ミリ
メートルの間（例えば６７００立方ミリメートル）とすることができる。また例えば、本
体１２がライト、カメラ、及びプロジェクタを含む実施形態では、その容積は９５００立
方ミリメートルから１００００立方ミリメートルの間とすることができる。
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【００５２】
[0076]　いくつかの実施形態において、本体１２の長さ６０（すなわち本体１２の前方セ
クション１４の前端１５から、本体１２の後方セクション１６の後端１７までの距離）は
、５０ミリメートルから１００ミリメートルの間（例えば８５ミリメートル）である。こ
の距離は、本体１２に含まれる電子構成要素の数及びタイプに応じて増減し得る。
【００５３】
[0077]　いくつかの実施形態において、取り付け部２０の内側部分６４の長さ６２は、本
体１２の長さ６０よりも短い。眼鏡フレームに装着した場合、取り付け部２０の内部６４
はフレーム・テンプルの内側とすることが可能であり、本体１２はフレーム・テンプルの
外側とすることが可能である。通常の使用中、眼鏡の装着者は眼鏡フレーム・テンプルの
内部側面と装着者の顔との間に限られたスペースを有する。テンプルと顔との間での装着
者の顔との衝突が、眼鏡の不快感及びずれを生じさせる場合がある。こうした衝突を最小
限にする一方で、説明したような電子構成要素を収容するのに十分な本体１２の容積を可
能にするために、取り付け部２０の内側部分６４の長さ６２は、顔との衝突を起こさない
ために眼鏡フレームと装着者の顔との間の領域を保つように比較的短くすることが可能で
あり（例えば眼鏡フレームの全面付近）、本体１２の長さ６０は電子構成要素を収容する
ために比較的長くすることが可能である。いくつかの実施形態において、内側部分６４は
連続的な要素である。いくつかの実施形態において、内側部分６４は、本体１２に沿って
縦方向Ｌに分離された複数の要素（例えば２つ又はそれ以上の相隔たるフック）であり得
る。いくつかの実施形態において、内側部分６４の長さ６２は５ミリメートルから６０ミ
リメートルの間（例えば約４０ミリメートル）である。長さ６２が長いほど、ハウジング
をより安定して眼鏡フレームに取付けるのに役立ち得る。長さ６２が短いほど、眼鏡フレ
ームに取付けられたときにハウジングを装着者の顔と衝突しにくくするのに役立ち得る。
いくつかの実施形態において、長さ６２に関して説明したものと同様の理由で、取り付け
部２０の内側部分６４は本体１２の容積よりも小さい容積を有する。いくつかの実施形態
において、取り付け部２０は一切の電子構成要素を含まない。いくつかの実施形態におい
て、取り付け部２０は少なくとも１つの電子構成要素を（例えば内側部分６４内に）含む
。取り付け部２０及び本体１２の相対的構成を含むハウジング１０の構成は、明示的に説
明されたものに限定されず、他の構成が使用可能である。
【００５４】
[0078]　いくつかの実施形態において、本体１２の幅１３は、その中央セクションで（例
えばその最も広い地点で）５ミリメートルから１５ミリメートルの間である。幅は、本体
１２に含まれる電子構成要素の数及びタイプに応じて増減し得る。例えば本体１２がライ
トを含む実施形態では、本体１２の幅１３は、その中央セクション１８で５ミリメートル
から１０ミリメートルの間（例えば約７ミリメートル）とすることができる。また例えば
、本体１２がライト及びカメラを含む実施形態では、本体１２の幅１３は、その中央セク
ション１８で５ミリメートルから１０ミリメートルの間（例えば約７ミリメートル）とす
ることができる。また例えば本体１２がライト、カメラ、及びプロジェクタを含む実施形
態では、本体１２の幅１３は、その中央セクション１８で１０ミリメートルから１５ミリ
メートルの間（例えば約１１ミリメートル）とすることができる。これら又は他の実施形
態において、本体１２の幅１３は、本体１２の前端１５及び／又は本体１２の後端１６で
、０．１ミリメートルから１０ミリメートルの間（例えば約０．８ミリメートル）とする
ことができる。例えば、本体１２の幅は、中央セクション１８から、本体１２の前端１５
及び本体１２の後端１７のうちの１つ又は両方へと、（例えば側面テーパ２４に沿って）
減少することができる。いくつかの実施形態において、前端１５での本体１２の幅は、中
央セクション１８での本体１２の幅の５％から１５％の間とすることができる。
【００５５】
[0079]　側面テーパ２４は、本体１２の中央セクション１８から本体１２の前端１５の間
に延在可能である。側面テーパ２４は、中央セクション１８から前端１５へと幅を減少さ
せることができる。いくつかの実施形態において、側面テーパ２４の長さ２５は１０ミリ
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メートルから３０ミリメートルの間（例えば２０ミリメートル）である。長さ２５は、本
体１２に含まれる電子構成要素の数及びタイプに応じて増減し得る。２０１３年６月７日
出願の「Adapter for Eyewear」という名称の米国設計特許出願第２９／４５７２３７は
、異なるテーパ長さを有するアダプタ・ハウジングの実施形態を示しており、参照により
全体として本明細書に組み込まれている。
【００５６】
[0080]　いくつかの実施形態において、本体１２の高さ１１は、その中央セクション１８
で（例えばその最も高い地点で）５ミリメートルから２５ミリメートルの間、又は１０ミ
リメートルから２０ミリメートルの間である。高さは、本体１２に含まれる電子構成要素
の数及びタイプに応じて増減し得る。本体１２の高さは、中央セクション１８から、本体
１２の前端１５及び本体１２の後端１７のうちの１つ又は両方へと、（例えば上部テーパ
２８に沿って）減少することができる。電子構成要素は一般に、技術の進歩と共により小
型になる。それに応じて、本明細書で説明されるより小さい容量及び寸法の範囲で、現在
必要なより大きい容量及び寸法の構成要素の組み合わせを収容できるようになる可能性が
ある。
【００５７】
[0081]　いくつかの実施形態において、取り付け部２０の幅２１は５ミリメートルから１
５ミリメートルの間（例えば約７ミリメートル）である。取り付け部２０の幅２１は、眼
鏡フレームの１つ以上のテンプルのサイズ又は形状（又はその範囲）を収容するようにサ
イズを決めることができる。
【００５８】
[0082]　内部構成要素の保護に役立つように、ハウジング１０のいくつかの実施形態にお
いて、ハウジングは完全に封入される（例えばカメラ又はプロジェクタ用の開口部なし）
。ハウジング１０のいくつかの実施形態において、ハウジングは、例えば内部の構成要素
及び構造を隠し、美的感覚に矛盾せずこれを満足させる外観を呈するために、完全に又は
部分的に不透明である。ハウジング１０のいくつかの実施形態において、ハウジングは、
観察者が内部の構成要素及び構造を見ることができるように、完全に又は部分的に透明で
ある。
【００５９】
[0083]　ハウジング１０及び眼鏡フレームの美的感覚を満足させる組み合わせを達成する
のに役立つように、ハウジング１０のいくつかの実施形態において、本体１２の前方セク
ション１４の外側側面５４は、側面テーパ２４に沿って前端１５に近づくに連れてハウジ
ング１０の断面域が減少するように、中央セクション１８から前方セクション１４の前端
１５に向かって側面テーパ２４を画定する。ハウジング１０のいくつかの実施形態におい
て、外側側面５４は側面テーパ２４に沿って平坦である。ハウジング１０のいくつかの実
施形態において、テーパは、美的感覚に矛盾せずこれを満足させる外観を呈するために、
途切れのない表面を画定する（例えばアパーチャなどがない）。
【００６０】
[0084]　ハウジング１０及び眼鏡フレームの美的感覚を満足させる組み合わせを達成する
のに役立つように、ハウジング１０のいくつかの実施形態において、外側側面５４は側面
テーパ２４に沿ってカーブしており、カーブの前端で本体１２の延長部の縦方向に平行で
ある。いくつかの実施形態において、外側側面５４は、側面テーパ２４に沿って少なくと
も２つの対向するカーブを画定する。
【００６１】
[0085]　ハウジング１０のいくつかの実施形態において、本体１２の幅は後方セクション
１６の前部から後方セクション１６の後端に向かって減少し、本体の高さは中央セクショ
ン１８から前方セクション１４の前端１５に向かって減少する。これにより、ハウジング
１０が眼鏡フレームのテンプルに取付けられた場合、（例えば前方又は後方から見たとき
に）ハウジング１０の出現を最小限にするのに役立つ可能性がある。
【００６２】
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[0086]　ハウジング１０のいくつかの実施形態において、ハウジング１０は、本明細書の
いずれにも記載されているように、眼鏡に追加の機能を提供できる電子構成要素を含む。
例えば電子構成要素は、プロジェクタ、カメラ、ライト（夜用ライト）、マイクロフォン
、無線通信モジュール、スピーカ、バイブレータ、タッチ式スイッチ入力、電源、加速度
計、及びジャイロスコープのうちの少なくとも１つとすることができる。いくつかの実施
形態において、電子構成要素はテンプルのドッキング・ステーションと電気的に接続する
ように構成される。
【００６３】
[0087]　ハウジング１０のいくつかの実施形態において、ハウジング１０は、内部電子構
成要素の整合性を維持し、損傷を防ぐのに役立つように、耐水性、耐汗性、及び耐塩性の
うちの少なくとも１つである。
【００６４】
[0088]　本発明のいくつかの実施形態は、１つ以上の電子構成要素を含むアダプタ５０及
び眼鏡を取り付けるためのハウジング１０を提供する。アダプタ５０は、（例えばハウジ
ング内に含まれる１つ以上の電子構成要素によって）眼鏡に拡張機能を提供することがで
きる。例えばアダプタ５０は、カメラ、カメラによってキャプチャされたイメージを（例
えばBluetooth（登録商標）又は他の無線通信プロトコルを介して）リモート・デバイス
に送信するように構成された無線トランシーバ、及び、カメラ及び無線トランシーバに電
力を提供するための電源を含むことができる。これによってユーザは、アダプタ５０を使
用してアダプタ５０の観点からイメージを目立たないようにキャプチャすることができる
。いくつかの実施形態において、無線トランシーバの代わりに、又はこれに加えて、アダ
プタは内部メモリ構成要素（例えば、ソリッドステート・ディスクなどのコンピュータ可
読記録媒体）を含むことができる。更に例えばアダプタ５０は、マイクロフォン及びスピ
ーカ、リモート・デバイスのアプリケーション・ソフトウェアと通信するように構成され
た無線トランシーバ、並びに、マイクロフォン、スピーカ、及び無線トランシーバに電力
を提供するための電源を含むことができる。これにより、マイクロフォンとアプリケーシ
ョン・ソフトウェアとの間、及びスピーカとアプリケーション・ソフトウェアとの間で、
オーディオ信号を通信することができる。このように、例えばユーザは、電話通話に参加
するか、そうでなければ、アダプタ５０のマイクロフォン及びスピーカを介して、電話又
は他のリモート・デバイスと聴覚的に対話することができる。
【００６５】
[0089]　美的感覚を満足させる視覚的インパクトを達成するために、ハウジング１０は、
縦方向に延在する本体１２を含むことが可能であり、本体は、その両端を画定する前方セ
クション１４及び後方セクション１６と、前方セクション１４と後方セクション１６の間
に配設されてそれらを接続する中央セクション１８とを有し、更にハウジング１０は本体
から横方向に突出した取り付け部２０を含み得、取り付け部２０は眼鏡フレームのテンプ
ルの一部に接続するように構成される（例えば取り付け部は、本体１２と共にサドル２２
を形成し得、サドル２２は眼鏡フレームのテンプルの一部を受け取るように構成される）
。いくつかの実施形態において、本体１２の幅は、後方セクション１６の前部から後方セ
クション１６の後端に向かって減少する。これにより、ハウジング１０が眼鏡フレームの
テンプルに取付けられた場合、（例えば後方から見たときに）ハウジング１０の出現を最
小限にするのに役立つ可能性がある。例えば、前方セクション１４の前端１５での本体の
幅は、中央セクション１８での本体の幅の５％から１５％の間とすることができる。いく
つかの実施形態において、中央セクション１８から前方セクション１４の前端１５に向か
う幅の減少は連続的である（例えば角又は角度のある端部はない）。
【００６６】
[0090]　ハウジング１０及び眼鏡フレームの美的感覚を満足させる組み合わせを達成する
のに役立つように、ハウジング１０のいくつかの実施形態において、本体１２の後方セク
ション１６の外側側面５４は、後方テーパ２６に沿って後端に近づくに連れてハウジング
１０の断面域が減少するように、後方セクション１６の前部から後方セクション１６の後
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端に向かって後方テーパ２６を画定する。しかしながらいくつかの実施形態は、この後方
テーパを含まない（例えばいくつかの実施形態は、ハウジング１０の前方セクション１４
に１つ以上のテーパを含むが、ハウジング１０の後方セクション１６にはテーパを含まな
い可能性がある）。本発明のハウジング１０のいくつかの実施形態において、外側側面５
４は後方テーパ２６に沿って平坦である。
【００６７】
[0091]　ハウジング１０及び眼鏡フレームの美的感覚を満足させる組み合わせを達成する
のに役立つように、ハウジング１０のいくつかの実施形態において、外側側面５４は後方
テーパ２６に沿ってカーブしており、カーブの後端で本体１２の延長部の縦方向に平行で
ある。いくつかの実施形態において、外側側面５４は、後方テーパ２６に沿って少なくと
も２つの対向するカーブを画定する。
【００６８】
[0092]　本発明のいくつかの実施形態は、１つ以上の電子構成要素を含むアダプタ５０と
、眼鏡に取り付けるためのハウジング１０とを提供する。ハウジング１０は、眼鏡に拡張
機能を提供するアダプタ５０を含むことができる。美的感覚を満足させる視覚的インパク
トを達成するために、ハウジング１０は縦方向に延在する本体１２を含み得、本体１２は
、その両端を画定する前方セクション１４及び後方セクション１６と、前方セクション１
４と後方セクション１６の間に配設されてそれらを接続する中央セクション１８と、を有
し、更にハウジング１０は本体から横方向に突出した取り付け部２０を含み得、取り付け
部２０は、本体１２と共にサドル２２を形成し、サドル２２は眼鏡フレームのテンプルの
一部を受け取るように構成され、本体１２の高さは、中央セクション１８から前方セクシ
ョン１４の前端１５に向かって減少する。これにより、ハウジング１０が眼鏡フレームの
テンプルに取付けられた場合、（例えば前方から見たときに）ハウジング１０の出現を最
小限にするのに役立つ可能性がある。例えば、前方セクション１４の前端１５での本体の
幅は、中央セクション１８での本体の幅の５％から１５％の間とすることができる。いく
つかの実施形態において、中央セクション１８から前方セクション１４の前端１５に向か
う幅の減少は連続的である（例えば角又は角度のある端部はない）。
【００６９】
[0093]　ハウジング１０及び眼鏡フレームの美的感覚を満足させる組み合わせを達成する
のに役立つように、ハウジング１０のいくつかの実施形態において、本体１２の前方セク
ション１４の外側上面５６は、上方テーパ２８に沿って前端１５に近づくに連れてハウジ
ング１０の断面域が減少するように、中央セクション１８から前方セクション１４の前端
１５に向かって上方テーパ２８を画定する。ハウジング１０のいくつかの実施形態におい
て、外側上面５６は上方テーパ２８に沿って平坦である。
【００７０】
[0094]　ハウジング及び眼鏡フレームの美的感覚を満足させる組み合わせを達成するのに
役立つように、本発明のハウジング１０のいくつかの実施形態において、外側上面５６は
上方テーパ２８に沿ってカーブしており、カーブの前端で本体１２の延長部の縦方向に平
行である。いくつかの実施形態において、外側上面５６は、上方テーパ２８に沿って少な
くとも２つの対向するカーブを画定する。
【００７１】
[0095]　一般に、本明細書で使用される用語は以下の説明と一貫して使用される。これら
の説明は網羅的又は排他的定義ではなく、本発明の実施形態の説明を文脈に当てはめるの
に役立つように提供される。
【００７２】
[0096]　加速度計：例えば、加速度を測定するために使用されるデバイス。例えば、重み
の位置の変化が加速度に変換される場合はばね及び重みを使用する、加速度を導出するた
めに緩衝器を使用する、加速度を測定するためにＭＥＭＳ（微小電気機械システム）技術
を使用する、などである。
【００７３】
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[0097]　アダプタ（又は対話性アダプタ、電子モジュール、対話型マスタ・アダプタ（Ｉ
ＭＡ））：本明細書で使用される場合、アダプタは、アダプタの内部電子構成要素を介し
て追加のハンズフリー機能を眼鏡に提供するためのデバイスである（以下でより詳細に説
明される）。いくつかの実施形態において、アダプタは永続的に眼鏡に取り付けられるこ
と、眼鏡への着脱が可能であること、又は、眼鏡に内蔵されることが可能である。本明細
書では、アダプタには説明しやすいように異なる参照番号が付けられるが、任意のアダプ
タについて説明された実施形態の構成要素及び機能は、説明された他のアダプタと交換可
能及び組み合わせ可能である。
【００７４】
[0098]　いくつかの実施形態において、アダプタは左のテンプル、右のテンプル、前方、
又はそれらの任意の組み合わせで（例えば同時に２つ又はそれ以上のアダプタを使用して
）装着可能である。アダプタは、ほぼすべての眼鏡に取り付けるように設計可能であるか
、又はアダプタは（例えば眼鏡の）ドッキング・ステーションにドッキングするように設
計可能である。ドッキング・ステーションは、アダプタに電力を提供するか又は提供しな
い可能性がある。アダプタは、完全に自蔵式であるか又は部分的に自蔵式であり得る。
【００７５】
[0099]　いくつかの実施形態において、アダプタは耐湿性及び耐汗性である。いくつかの
実施形態において、アダプタは防水性及び防汗性である。
【００７６】
[0100]　（例えば本明細書で説明されるアダプタの）本発明の実施形態のいくつかの例示
のアプリケーションは、以下を含む。
【００７７】
[0101]　ａ．時刻を告げる。
【００７８】
[0102]　ｂ．目覚まし時計として動作する。
【００７９】
[0103]　ｃ．ユーザにカレンダー・イベントを警告する。
【００８０】
[0104]　ｄ．家屋への既存のキーレス・エントリを置換する。
【００８１】
[0105]　ｅ．車両への既存のキーレス・エントリを置換する。
【００８２】
[0106]　ｆ．車両の既存のキーレス・スタートを置換する。
【００８３】
[0107]　ｇ．識別理由に使用される。
【００８４】
[0108]　ｈ．聴覚を強化する。
【００８５】
[0109]　ｉ．音声を認識する。
【００８６】
[0110]　ｊ．顔を認識する。
【００８７】
[0111]　ｋ．車庫の扉を開く。
【００８８】
[0112]　ｌ．ＩＲリモート・コントロールを置換する。
【００８９】
[0113]　ｍ．電話として動作する。
【００９０】
[0114]　ｎ．パーソナル・ナビゲーション・システムとして動作する。
【００９１】
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[0115]　ｏ．音楽プレーヤとして動作する。
【００９２】
[0116]　ｐ．歩数をカウントする（歩数計）。
【００９３】
[0117]　ｑ．バイタル・サインを測定する。
【００９４】
[0118]　ｒ．仮想キーボードを表示する。
【００９５】
[0119]　ｓ．音声及び／又は触覚フィードバックを与える。
【００９６】
[0120]　ｔ．メッセージ（テキスト・メッセージ、電子メールなど）を送受信する。
【００９７】
[0121]　ｕ．イメージを投影する。
【００９８】
[0122]　ｖ．ホログラムを投影する。
【００９９】
[0123]　ｗ．仮想タッチ・スクリーンを投影する。
【０１００】
[0124]　ｘ．操作ブレスレット上にメッセージを表示する。
【０１０１】
[0125]　ｙ．温度、湿度、放射などの環境を測定する。
【０１０２】
[0126]　ｚ．運転手の居眠りを警告する。
【０１０３】
[0127]　ａａ．読書灯を表示する。
【０１０４】
[0128]　ｂｂ．第三者アプリケーションを受け入れる。
【０１０５】
[0129]　ｃｃ．落下又は攻撃時に緊急警告する。
【０１０６】
[0130]　（例えば本明細書で説明されるアダプタの）本発明の実施形態が感知可能ないく
つかの例示の現象は、以下を含む
【０１０７】
[0131]　ａ．ＣＯ２

【０１０８】
[0132]　ｂ．ＩＲ放射
【０１０９】
[0133]　ｃ．ＵＶＡ／ＵＶＢ放射
【０１１０】
[0134]　ｄ．核放射線
【０１１１】
[0135]　ｅ．電磁放射
【０１１２】
[0136]　ｆ．人の脈拍数
【０１１３】
[0137]　ｇ．心拍数
【０１１４】
[0138]　ｈ．歩行距離を告げる
【０１１５】
[0139]　ｉ．ランニング速度を告げる
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【０１１６】
[0140]　ｊ．温度
【０１１７】
[0141]　ｋ．湿度の位置
【０１１８】
[0142]　ｌ．周辺光
【０１１９】
[0143]　ｍ．動き
【０１２０】
[0144]　ｎ．傾斜
【０１２１】
[0145]　ｏ．高度
【０１２２】
[0146]　ｐ．圧力
【０１２３】
[0147]　ｑ．大気汚染
【０１２４】
[0148]　オーディオ・ドライバ：例えば、アナログ・オーディオ信号を処理し、これをデ
ジタル信号に変換し、これを処理して、アナログ信号に再変換するデバイス。例えばこの
デバイスは、任意の所与の時点で（アナログ信号のサンプリング・プロセス後、デジタル
変換器の後、信号プロセッサの後、デジタル・アナログ変換器の後、又は終了時）出力が
可能である。オーディオ・ドライバは、例えばＤＳＰに沿った、Ｄ／Ａ（デジタル・アナ
ログ）に沿った、増幅器に沿った、シリコン・チップ、集積回路、オーディオＣＯＤＥＣ
、Ａ／Ｄ（アナログ・デジタル）変換器を使用して実装可能である。
【０１２５】
[0149]　目のまばたき：例えば合計時間がおよそ２５０ミリ秒であり、およそ１００から
４００ミリ秒の範囲が可能である、通常の／自然な目の開閉（通常のまばたき）。閉部分
は、通常８０ミリ秒（のまぶたの閉鎖）を要する。通常の目のまばたきは、およそ５秒ご
と、又は１分間に１２回発生する。
【０１２６】
[0150]　カメラ：例えば、電子構成要素がシーンの記録を作成できるように、静止画又は
動画のいずれかでシーンを記録できる光学デバイス。カメラは、例えばレンズ又はレンズ
・アレイ、イメージ・センサ、イメージ・プロセッサ、メモリ・モジュールなどを含むこ
とができる。
【０１２７】
[0151]　充電：デバイスは再充電可能であり、例えば、物体の先端に電源プラグを接続す
る、デバイス又はその一部を受け入れる充電器（例えば、テンプルからいったん取り外さ
れた本明細書のいくつかの実施形態で開示されたアダプタ５０（図１を参照のこと）を受
け入れる受け台３０（図１を参照のこと）を備えた充電器）を使用する、及び例えばＡＣ
アダプタ、ＵＳＢポートなどから電力を受け入れる、などの技法によって充電可能である
。
【０１２８】
[0152]　連絡先認識：例えば、ソフトウェア、ハードウェア、又はその２つの任意の組み
合わせは、電話の連絡先リスト、ソーシャル・メディア・リスト（例えばFacebook（登録
商標）の友達リスト、Twitter（登録商標）のフォロワーのリストなど）を含むがこれら
に限定されない、所定のリストから人物を認識するために、写真、音声ビット、又はその
２つの任意の組み合わせを使用する。プロセスは、イメージ／音声処理に第三者アプリケ
ーションを使用するか、又は自蔵式であり得る。
【０１２９】
[0153]　制御面（例えば装着者の側頭部顔面皮膚近くに配置される）：例えば、感知面（
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例えば装着者の顔に最も近いアダプタの表面に配置される）。制御面は、例えば装着者の
動きを直接又は間接的に感知することができる。したがって、いくつかの実施形態におい
て、制御面は、例えば装着者が過度の閉眼、強制的閉眼、又は持続的閉眼を実行すること
によって、アダプタの装着者によって提供される指示又はコマンドを感知することができ
る。
【０１３０】
[0154]　設計（例えばフォーム・ファクタ）：デバイス（例えばアダプタ５０）用のハウ
ジング１０は、眼鏡とシームレスに融合できるようにするフォーム・ファクタを有し得る
。
【０１３１】
[0155]　デバイスは、例えば図２に示されるように設計可能である。例えば図２及び図２
５、並びに図面全体のいずれにも示されるように、アダプタ・ハウジング１０の前方セク
ション１４側部は、テンプルの表面に至るまで、あたかも（接触しても安全な）薄い滑ら
かな端部を作成しているかのようなカーブを有し得る。アダプタ・ハウジング１０の後方
セクション１６側部も、（接触しても安全な）薄い滑らかな縁部に至るまでのカーブを有
し得る。アダプタ・ハウジング１０の中央セクション１８は、例えば電子構成要素、レン
ズ、バッテリを含めるために、両端が広くなっている。また、アダプタ・ハウジング１０
の前方セクション１４上部は、テンプルの上部に合うようにカーブを有する。加えてアダ
プタ・ハウジング１０の後方セクション１６上部は、テンプルの輪郭により合うように上
下にカーブを有する。この設計により、アダプタ・ハウジング１０は、内部電子構成要素
用の余裕を残しながら、眼鏡上でシームレスに見える。図２の例示の実施形態に示される
ように、中央セクション１８の外周（ほぼ矢印３２）はおよそ（２×１２．９＋８．３＋
８．３）＝４２．４ミリメートルであり、前方セクション１４は、中央セクション１８の
外周の約半分の（ほぼ矢印３４）（２×６．６８＋６．５５＋６．５５）＝２６．４６ミ
リメートルの外周を有する。いくつかの実施形態において、ＩＭＡは例えばカーボン・フ
ァイバ、ゴム、シリコン、プラスチック、アルミニウム、金属などで作成される。
【０１３２】
[0156]　図６～図８は、デバイスの例示の湾曲を示すアダプタ・ハウジング１０の例示の
実施形態を示す。図内では、例えば、適切な電子構成要素（例えば無線通信、ＬＥＤライ
ト、マイクロフォン、スピーカ、バイブレータ、加速度計、オーディオ・ドライバ）が一
体化された場合、図６～図８の設計は図３～図５の設計よりもよりファッショナブルであ
ることがわかるであろう。
【０１３３】
[0157]　ドッキング・ステーション：例えば、アダプタが眼鏡テンプルと相互接続可能な
場所。ドッキング・ステーションは、例えば電源コネクタ、データ・コネクタ、機械安定
性コネクタなどのように動作し得る。この接続は、システムが依然として防湿／塩／汗性
を残し得るように作成可能である。ドッキング・ステーションは、例えばテンプル内に、
アダプタ底部の２本の対応するピンが、テンプル内の穴を通じてピンと結合されるテンプ
ル内のコネクタを通して標準的なミニ／マイクロＵＳＢを留める２つの貫通穴と、スナッ
プで止めるアダプタ底部の対応する相手側とを含み得る。
【０１３４】
[0158]　過度の閉眼：例えば、短時間又は長時間であり得る強制的な閉眼。過度の閉眼と
いう用語は、本明細書で使用される場合、自然な又は通常のまばたきに関連付けられる弱
い動き（あれば）よりも、閉じた目の側頭部域の顔側面の筋肉をより多く使用すること、
及びこの筋肉の顕著な動きを含む、閉眼を説明するために用いられる。この側頭部域及び
目の周囲の皮膚は、筋肉の動きと共に動くことになる。強制的又は過度の閉眼が発生する
と、側頭部域の皮膚は前方に引っ張られる。過度の閉眼はまばたきとはみなされない。
【０１３５】
[0159]　外部オーディオ接続：例えば、標準のオーディオ・ジャック・ホール（例えば２
．５ミリメートル、３．５ミリメートルなど）。いくつかの実施形態において、こうした
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外部オーディオ接続はアダプタ５０内に配置可能である。外部オーディオ・コネクタは、
モノラル、ステレオ、４チャンネルなどのオーディオ・システムを、ジャックを介してア
ダプタ５０に接続することができる。例えば図９に示されるように、いくつかの実施形態
において、外部オーディオ構成要素３６（例えばステレオ式小型イヤホン・システム）を
アダプタ５０に接続することができる。いくつかの実施形態において、ヘッドホンのリー
ドのうちの一方３８は、他方４０よりもかなり短く、アダプタ５０に近い方の耳に入れや
すくすることができる。
【０１３６】
[0160]　外部電源：例えば、アダプタ・ハウジング１０又はテンプル内に配置されない電
源。いくつかの実施形態において、これは、アダプタ・ハウジング１０、テンプル、又は
この２つの任意の組み合わせに直接又は間接的に接続されるＡＣ電源コード４２（テンプ
ルを介してＡＣ電源コード４２に接続されたアダプタ５０を示す図１０を参照のこと）、
アダプタ５０、テンプル、又はこの２つの任意の組み合わせに直接又は間接的に接続され
る外部バッテリ・パック４４（例えば当分野ではCroakie（登録商標）として知られる物
の内部に配置されるバッテリ・パック）（図１１のCroakie（登録商標）を介して接続さ
れた外部バッテリ・パック４４を参照のこと）とすることができる。外部電源によって、
ユーザはより長い作業時間及び可動性が可能となる。
【０１３７】
[0161]　閉眼：目を閉じること。本明細書で使用される閉眼はまばたきではないが、過度
に目を閉じること又は持続的に目を閉じることであり得る。
【０１３８】
[0162]　ヘッドアップ・ディスプレイ：例えば、ユーザが自分の視線を変更せずにデータ
を見ることができるディスプレイ。いくつかの実施形態において、例えばこうしたディス
プレイは、例えば情報、写真、ビデオなどのディスプレイとすることができる。
【０１３９】
[0163]　ハウジング：例えば要素を保持（収容）するための容器。例えばアダプタは、外
部シェル又はその表面を画定するハウジングを有することができる。アダプタは、アダプ
タの電子構成要素及び他の部分を含むことができる。アダプタの電子構成要素及び他の部
分は、アダプタと内部又は外部で結合可能である。しかしながら、ハウジング自体はこう
した電子構成要素又は他の部分とは別の構成要素である。この事例は、電子構成要素又は
他の部分はハウジング内部に完全に含まれるか又はハウジングから突出しており、電子構
成要素又は他の部分はハウジング内に完全に又は部分的に組み込まれるか或いは組み込ま
れないことが可能である。
【０１４０】
[0164]　ＬＥＤライト：発光ダイオード。例えば、電気エネルギーを光に変換する電気光
学トランスデューサ。ＬＥＤは、３ｍｍの丸型、５ｍｍの丸型、８ｍｍの丸型、矩形など
を含むがこれらに限定されない、様々な形状及びサイズである。技術の進歩と共に、ＬＥ
Ｄライトは、ＯＬＥＤ（有機発光ダイオード）、ＡＭＯＬＥＤ（アクティブ・マトリクス
有機発光ダイオード）、ＳＵＰＥＲ　ＡＭＯＬＥＤなどを含むがこれらに限定されない、
電気エネルギーを光に変換する任意の他のこうしたトランスデューサを指すこともできる
。
【０１４１】
[0165]　マイクロフォン：例えば、音響対電気トランスデューサ。こうしたデバイスは、
音を電気信号に変換する。これは、例えば電磁誘導（ダイナミック・マイクロフォン）、
容量変化（コンデンサ・マイクロフォン）、圧電変化などを含むが、これらに限定されな
い。当分野の進化と共に、ＭＥＭＳマイクロフォンなどの新しいタイプのマイクロフォン
が使用可能となっている。
【０１４２】
[0166]　操作ブレスレット：例えば、人の前腕に装着されるデバイス（図１２を参照のこ
と）。いくつかの実施形態において、こうしたデバイスは、有線で、無線で、又はこの２
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つの任意の組み合わせによって、アダプタと通信可能である。
【０１４３】
[0167]　操作ブレスレット（例えば操作ブレスレット４６）は、アダプタ（例えばアダプ
タ５０）を介して追加又は最終的な制御を提供することができる。アダプタと操作ブレス
レット４６との間の通信は、双方向とすることができる。いくつかの実施形態において、
操作ブレスレット４６はアダプタを制御可能であり、アダプタは、バッテリ状態、撮影中
の写真、操作モードなどを含むがこれらに限定されない情報を、操作ブレスレット４６に
送信することができる。
【０１４４】
[0168]　電源：例えば、本発明の実施形態に従ったアダプタ５０に電力を提供可能な電源
。電源４８は、例えばアダプタ５０内、ドッキング・ステーション内、又はこの２つの任
意の組み合わせ内に配置可能である（電源４８（例えばバッテリ）がアダプタ５０内に配
置された、図１３を参照のこと）。電源は、例えば光電子（太陽）電池、圧電（動作起動
型）電池；アルカリ電池、リチウム空気電池、亜鉛空気電池、リチウム水電池などを含む
がこれらに限定されない一次バッテリ（再充電不可）；リチウムイオン電池、リチウムポ
リマー電池、ＮｉＭｈ電池、ナノワイヤ電池、鉛酸電池などを含むがこれらに限定されな
い２次バッテリ（再充電可能）とすることができる。
【０１４５】
[0169]　プロジェクタ：例えば、イメージを固体、液体、気体、又は他のタイプの媒体上
に投影可能なデバイス。プロジェクタは、ＤＬＰ（デジタル・レーザ投影）、ＬＣＤプロ
ジェクタ、ＬＥＤプロジェクタなどを含むがこれらに限定されない、任意の種類の技術を
使用して投影することができる。プロジェクタは、例えば２Ｄイメージ、３Ｄイメージ、
ホログラムなどを表示することができる。
【０１４６】
[0170]　持続的閉眼（例えば片目又は両目を持続的に閉じること）：持続的閉眼は、自然
のまばたき（およそ８０ミリ秒）よりも長い。いくつかの実施形態において、持続的閉眼
は閉眼を計時し、これを自然のまばたきの閉眼と比べることによって、自然のまばたきと
区別することができる。持続的閉眼はまばたきとはみなされない。
【０１４７】
[0171]　サービス可用性：いくつかの実施形態において、アダプタ５０は完全なサービス
可用性とすることができる。例えばデバイスのあらゆる部分が熟練技術者によって交換可
能である。アダプタ・ハウジング１０は、相互接続し平滑な表面を作成する、２つ、３つ
、又はそれ以上の部分から構成可能である。
【０１４８】
[0172]　スマート制御面：例えば、動作する物体によって触れるだけでよいスイッチ。い
くつかの実施形態において、スマート制御面は、基本タイプの触覚センサとすることがで
きる。例えば、タッチ・スクリーン、オン／オフ・ボタンなどである。本発明のいくつか
の実施形態において、例えば、動作させるために人体容量変化を使用する静電容量タッチ
・スイッチ、導電面（例えば指、メタ・ペンなど）を使用して回路を閉じる抵抗タッチ・
スイッチ、導体の圧電動作から電流を検出する圧電スイッチなどの、異なる種類のスマー
ト制御面が使用可能である。いくつかの実施形態において、制御面５２は、例えばアダプ
タ５０の上部、アダプタ５０の底部、アダプタ５０のいずれかの側面、又は前述の場所の
任意の組み合わせに配置可能である（図１４を参照のこと）。いくつかの実施形態におい
て、制御面５２はユーザ・フレンドリであり、ユーザによるプログラムが可能である。例
えばユーザは、面５２がタッチ、スワイプ、タップされたときに、アダプタ５０の挙動を
選択することができる。面のプログラミングは、例えば製造業者によって、指定されたア
プリケーションによって、第三者アプリケーションによって、などの実行が可能である。
面は、デバイスのオン／オフの切り替え、機能のオン／オフの切り替え、写真の撮影、ビ
デオ・レコーダの開始／停止、などを含むがこれらに限定されない、動作モード（例えば
すべての動作モード）を制御する機能を有することができる。スマート制御面５２に関す
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る動作シナリオの例は、以下の通りである。アダプタ５０の側面を前方にスワイプすると
、仮想キーボードを備えるプロジェクタがオンになる。同じ面を反対方向にスワイプする
と、プロジェクタはオフになる。側面をダブル・スライド（２回スライド）すると、カメ
ラがオンになる。カメラがオンのときに側面テンプルをタップすると、シーンの写真を撮
影する。側面上をダブル・タップするとカメラのビデオ機能が起動／停止する。反対方向
にスワイプ（後方スワイプ）すると、カメラがオフになる。上面をタップすると音声制御
がオンになる。上面の後方スワイプは、電話に応答／切断するために使用される。ロング
・タップ（３秒以上）はＬＥＤライトをオン及びオフにする。上面の前方スライドは、聴
覚支援機能を実行可能／禁止にする。
【０１４９】
[0173]　スピーカ：例えば、電気信号を音声に変換するトランスデューサ。スピーカは一
般に小型及び大型のエレクトロニクスである。スピーカは、例えば機械的、電子機械的、
電気的、又はそれらの任意の組み合わせとすることができる。スピーカ分野での新規開発
により、ＭＥＭＳスピーカを含むがこれに限定されない、スピーカの小型化が可能となっ
ている。
【０１５０】
[0174]　バイブレータ：例えば、電気信号を物理的な振動に変換するトランスデューサ。
バイブレータは、ページャ、携帯電話、タブレットなどを含むがこれらに限定されないデ
バイス内で、一般的である。いくつかの実施形態において、変換は、例えば、端部のフラ
イホイールでモーターを回転させ、振動を生成すること、リニア・モーターを前後に移動
させ、振動を生成すること、圧電デバイスを使用して２枚の導電板を互いに振動させるこ
と、ＭＥＭＳ技術を用いるシリコン・ウェハを使用して振動を生成することなどによって
、実行可能である。
【０１５１】
[0175]　無線トランシーバ：例えば、双方向の無線通信（データの送受信）を可能にする
デバイス。これらのデバイスには、単なる例として、Bluetooth（登録商標）トランシー
バ、ＷＩＦＩトランシーバ、ZigBee（登録商標）トランシーバ、ＵＷＢ（超広帯域）トラ
ンシーバ、ＲＦＩＤトランシーバなどがある。
【０１５２】
[0176]　本発明のいくつかの実施形態は、前方セクション、中央セクション、及び後方セ
クションを有するハウジングを含み、ハウジング内に複数の電子構成要素が配設された、
眼鏡用のアダプタを提供し、アダプタは眼鏡に取り付けられるように構成され、ハウジン
グの前方セクションは、ハウジングの中央セクションよりも小さい（例えばおよそ１０％
小さい、５０％小さい、７０％小さいなど）、眼鏡フレームの延在方向に対して直角な（
例えば、アダプタ・ハウジングの延在方向（例えばいくつかの実施形態において、図２に
示される縦方向Ｌ）に対して直角な）断面域を有する。
【０１５３】
[0177]　アダプタのいくつかの実施形態において、アダプタはハウジング内に配設された
複数の電子構成要素を含む。
【０１５４】
[0178]　アダプタのいくつかの実施形態において、アダプタは、テンプルがアダプタの溝
内に配設されるようにアダプタをテンプルの上端の上に固定することによって、テンプル
に取り付けるように構成される。
【０１５５】
[0179]　アダプタのいくつかの実施形態において、アダプタは、テンプルがアダプタの溝
内に配設されるようにアダプタをテンプルの下端の上に固定することによって、テンプル
に取り付けるように構成される。
【０１５６】
[0180]　アダプタのいくつかの実施形態において、アダプタはドッキング・ステーション
にドッキングするように構成される。
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【０１５７】
[0181]　アダプタのいくつかの実施形態において、アダプタは防水性である。
【０１５８】
[0182]　アダプタのいくつかの実施形態において、アダプタは耐汗性である。
【０１５９】
[0183]　アダプタのいくつかの実施形態において、アダプタは耐塩性である。
【０１６０】
[0184]　アダプタのいくつかの実施形態において、電子構成要素のうちの少なくとも１つ
はプロジェクタである。
【０１６１】
[0185]　アダプタのいくつかの実施形態において、電子構成要素のうちの少なくとも１つ
はカメラである。
【０１６２】
[0186]　アダプタのいくつかの実施形態において、カメラはスチル・カメラである。
【０１６３】
[0187]　アダプタのいくつかの実施形態において、カメラはビデオ・カメラである。
【０１６４】
[0188]　アダプタのいくつかの実施形態において、電子構成要素のうちの少なくとも１つ
は夜用ライトである。
【０１６５】
[0189]　アダプタのいくつかの実施形態において、夜用ライトは発光ダイオードである。
【０１６６】
[0190]　アダプタのいくつかの実施形態において、夜用ライトは有機発光ダイオードであ
る。
【０１６７】
[0191]　アダプタのいくつかの実施形態において、電子構成要素のうちの少なくとも１つ
はBluetooth（登録商標）チップである。
【０１６８】
[0192]　アダプタのいくつかの実施形態において、電子構成要素のうちの少なくとも１つ
はマイクロフォンである。
【０１６９】
[0193]　アダプタのいくつかの実施形態において、マイクロフォンは指向性である。
【０１７０】
[0194]　アダプタのいくつかの実施形態において、電子構成要素のうちの少なくとも１つ
はスピーカである。
【０１７１】
[0195]　アダプタのいくつかの実施形態において、電子構成要素のうちの少なくとも１つ
はオーディオ・ドライバである。
【０１７２】
[0196]　アダプタのいくつかの実施形態において、電子構成要素のうちの少なくとも１つ
はバイブレータである。
【０１７３】
[0197]　アダプタのいくつかの実施形態において、電子構成要素のうちの少なくとも１つ
は加速度計である。
【０１７４】
[0198]　アダプタのいくつかの実施形態において、電子構成要素のうちの少なくとも１つ
はジャイロスコープである。
【０１７５】
[0199]　アダプタのいくつかの実施形態において、電子構成要素のうちの少なくとも１つ
は電源である。
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【０１７６】
[0200]　アダプタのいくつかの実施形態において、電源は、太陽電池、燃料電池、バッテ
リ、及び圧電素子のうちの少なくとも１つである。
【０１７７】
[0201]　アダプタのいくつかの実施形態において、電子構成要素のうちの少なくとも１つ
はタッチ・スイッチである。
【０１７８】
[0202]　アダプタのいくつかの実施形態において、タッチ・スイッチは薄膜スイッチ及び
コンデンサ・スイッチのうちの少なくとも１つである。
【０１７９】
[0203]　アダプタのいくつかの実施形態において、ハウジングは中央セクションよりも前
方セクションの方が薄い。
【０１８０】
[0204]　アダプタのいくつかの実施形態において、電子構成要素のうちの２つ又はそれ以
上はスピーカである。
【０１８１】
[0205]　アダプタのいくつかの実施形態において、プロジェクタは仮想キーボードを投影
するように構成される。
【０１８２】
[0206]　アダプタのいくつかの実施形態において、プロジェクタは仮想ディスプレイを投
影するように構成される。
【０１８３】
[0207]　アダプタのいくつかの実施形態において、ディスプレイはインターネットから受
信した情報を表示するように構成される。
【０１８４】
[0208]　アダプタのいくつかの実施形態において、アダプタはリモート・ディスプレイと
通信するように構成される。
【０１８５】
[0209]　アダプタのいくつかの実施形態において、アダプタはリモート・ディスプレイ上
に表示するためにイメージ・データをリモート・ディスプレイに送信するように構成され
る。
【０１８６】
[0210]　アダプタのいくつかの実施形態において、リモート・ディスプレイは携帯電話、
タブレット、コンピュータ、時計、腕用ブレスレット、又は指輪のうちの１つのディスプ
レイである。
【０１８７】
[0211]　アダプタのいくつかの実施形態において、リモート・ディスプレイはリモート・
コントローラに関連付けられる。
【０１８８】
[0212]　アダプタのいくつかの実施形態において、リモート・コントローラはアダプタに
関連付けられたカメラを制御するように構成される。
【０１８９】
[0213]　アダプタのいくつかの実施形態において、複数の電子構成要素は複数のマイクロ
フォンのアレイを備える。
【０１９０】
[0214]　アダプタのいくつかの実施形態において、アダプタはアクセサリ・コネクタを更
に含み、アクセサリ・コネクタは電力を受け取るためにアクセサリ電気ケーブルに接続す
るように構成される。
【０１９１】
[0215]　アダプタのいくつかの実施形態において、アダプタはアクセサリ・コネクタを介
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して電力を受け取るように構成され、アクセサリ・コネクタはアクセサリ電気ケーブルを
介してＡＣ電源コンセントから電力を受け取るように構成される。
【０１９２】
[0216]　アダプタのいくつかの実施形態において、アダプタはアクセサリ・コネクタを更
に含み、アクセサリ・コネクタは、アクセサリ電気ケーブルを介してＡＣ電源コンセント
から電量を受け取るためにアクセサリ電気ケーブルを接続するように構成される。
【０１９３】
[0217]　アダプタのいくつかの実施形態において、電源は太陽電池、燃料電池、バッテリ
、又は圧電素子のうちの少なくとも１つである。
【０１９４】
[0218]　アダプタのいくつかの実施形態において、電源は眼鏡に接続されたテザー（teth
er）に結合される。
【０１９５】
[0219]　アダプタのいくつかの実施形態において、ハウジングは耐湿性である。
【０１９６】
[0220]　アダプタのいくつかの実施形態において、ハウジングは耐汗性である。
【０１９７】
[0221]　アダプタのいくつかの実施形態において、アダプタは制御面を有し、制御面はア
ダプタに最も近い装着者の顔の側頭部側で装着者の皮膚の動きを感知するように構成され
る。
【０１９８】
[0222]　アダプタのいくつかの実施形態において、アダプタはセンサ及びタイマを更に含
み、アダプタはセンサ及びタイマの出力に基づいて装着者の持続的閉眼を感知するように
構成され、アダプタは装着者の持続的閉眼と通常のまばたきとを区別するように構成され
る。
【０１９９】
[0223]　アダプタのいくつかの実施形態において、制御面は、写真の撮影、ビデオの撮影
、写真の電子メール送信、ビデオの電子メール送信、インターネットへの接続、リモート
携帯電話の電源オン、リモート携帯電話の電源オフ、電気スイッチのオン、電気スイッチ
のオフ、電気デバイスのオン、及び電気デバイスのオフのうちの、少なくとも１つを実行
するように構成される。
【０２００】
[0224]　アダプタのいくつかの実施形態において、制御面はアダプタに関連付けられた電
気デバイスをオン又はオフにするように構成される。
【０２０１】
[0225]　本発明のいくつかの実施形態は、前方セクション、中央セクション、及び後方セ
クションを有するハウジングと、ハウジング内に配設された電子構成要素とを含む、眼鏡
用のアダプタを提供し、アダプタは眼鏡フレームのテンプルに取り付けるように構成され
、ハウジングの前方セクションの前端はハウジングの中央セクションよりも外周が小さく
、眼鏡フレームの延在方向に直角の平面内にアダプタの外側表面が入る。外周は、アダプ
タの外側表面の長さを記述することが可能であり、任意の見当たらない表面（例えば図２
に示されるように眼鏡のテンプル用のくぼみによる）は隣接する表面の端部を接続する線
に等しい長さに寄与するものとみなされる。
【０２０２】
[0226]　アダプタのいくつかの実施形態において、前方セクションの前端の外周は中央セ
クションの外周の約半分である。
【０２０３】
[0227]　本発明のいくつかの実施形態は、装着者の顔に最も近いフレームの内部側面の一
部を画定するフレーム及び制御面を含む眼鏡を提供し、制御面は装着者の顔の皮膚の動き
を感知するように構成され、制御面は装着者の顔の皮膚の動きに基づいて電気スイッチを
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オン又はオフにするように構成される。
【０２０４】
[0228]　本発明のいくつかの実施形態は、装着者の閉眼を感知するように構成されたセン
サとタイマとを含む眼鏡を提供し、眼鏡はセンサ及びタイマの出力に基づいて装着者の持
続的閉眼を感知するように構成され、眼鏡は装着者の持続的閉眼を通常のまばたきと区別
するように構成される。
【０２０５】
[0229]　眼鏡のいくつかの実施形態において、眼鏡は感知された持続的閉眼に基づいて制
御信号を伝送するように構成される。
【０２０６】
[0230]　本発明のいくつかの実施形態は、眼鏡フレームと眼鏡フレームに結合されたアダ
プタとを含む眼鏡システムを提供し、アダプタは、前方セクション、中央セクション、及
び後方セクションを有するハウジングと、ハウジング内に配設された複数の電子構成要素
とを含み、ハウジングの前方セクションはハウジングの中央セクションよりも小さい断面
域を有する。
【０２０７】
[0231]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、眼鏡フレームはアダプタを受け入
れるように構成されたドッキング・ステーションを含むテンプル部を含む。
【０２０８】
[0232]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、眼鏡フレームはアダプタを受け入
れるように構成されたドッキング・ステーションを含む前方部を備える。
【０２０９】
[0233]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、フレームは電源を含み、アダプタ
は電源によって電力を供給される。
【０２１０】
[0234]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、フレームはアダプタを取り外し可
能に受け取るように構成される。
【０２１１】
[0235]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、ハウジングは防汗壁を提供するよ
うに構成される。
【０２１２】
[0236]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、ハウジングは耐湿壁を提供するよ
うに構成される。
【０２１３】
[0237]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、眼鏡システムはアダプタに結合さ
れた小型イヤホンを更に含む。
【０２１４】
[0238]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、小型イヤホンはオーディオ・ケー
ブルによってアダプタに結合される。
【０２１５】
[0239]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、オーディオ・ケーブルは格納式及
び伸縮式である。
【０２１６】
[0240]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、眼鏡システムはアダプタに結合さ
れたアクセサリ電気ケーブルを更に含み、アクセサリ電気ケーブルはアダプタに電力を提
供するためにＡＣ電源コンセントに差し込むように構成される。
【０２１７】
[0241]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、眼鏡システムは２つの小型イヤホ
ンに結合されたオーディオ・ケーブルを更に含み、オーディオ・ケーブルはアダプタに結
合される。
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【０２１８】
[0242]　第１の例示の実施形態及び方法（図１５）において、アダプタ１００は、内蔵プ
ロジェクタ１０１、写真／ビデオ・カメラ１０２、ＬＥＤライト１０３、無線トランシー
バ１０４、マイクロフォン１０５、スピーカ１０６、バイブレータ１０７、加速度計１０
８、オーディオ・ドライバ（Ａ／Ｄ、増幅器、Ｄ／Ａなど）１０９、追加電源１１０、及
びスマート制御面１１１を含む。
【０２１９】
[0243]　この第１の実施形態及び方法は、ユーザが、携帯電話、コンピュータ、ラジオな
どを含むがこれらに限定されない無線送信デバイスと通信できるようにするものである。
オーディオをデバイスとの間で送達することになる。実施形態及び方法は、マイクロフォ
ン１０５、オーディオ・ドライバ／増幅器１０９、及びスピーカ１０６などの内部部品の
みを使用して音声を増幅するための機能（当分野では聴覚支援と呼ばれる）も供給する。
この実施形態及び方法は、ユーザが、明るいＬＥＤライト１０３をデバイスに取り付け、
取り外し、又は固定すること、デバイスと通信させること、及びデバイス及びデバイス・
アクセサリを使用してオン／オフすることも可能にする。このＬＥＤライト１０３は、暗
い環境で本／新聞を読む、暗闇で鍵穴を探す、暗い場所（階段、廊下など）で歩くなどを
含むがこれらに限定されない状況で役立つ。更にこの実施形態及び方法は、触覚フィード
バック用の、またユーザにメッセージを伝達するための、バイブレータ１０７を有するこ
とになる。このいくつかの例は、接続された電話がサイレント・モードの場合に電話を受
けるか、又は雑音の多い環境で緊急の電話／メッセージを受け取るものである。このバイ
ブレータ１０７の別の用途は、触覚フィードバックを警報として使用し、うとうと（居眠
り）している運転手を起こすことである。デバイスは、デバイスの相対的な加速度を中継
する（動きを測定する）ことができる加速度計１０８も含む。
【０２２０】
[0244]　第１の実施形態及び方法は、内蔵カメラ１０２又はデバイスと通信する任意の他
のカメラを使用して、静止画及び動画を撮ることも可能である。静止画／動画を撮る１つ
の方法は、デバイス上のスマート制御面１１１を所定の様式でスワイプすることであり、
静止画／動画を撮る別の方法は、撮っているイメージを表示し、これを保存できる場合の
ある外部通信デバイスを用いることである。この外部通信デバイスは、携帯電話、操作ブ
レスレット、コンピュータなどのデバイスを含み得るが、これらに限定されない。カメラ
１０２は、Facebook（登録商標）、Twitter（登録商標）、Instagram（登録商標）、顔認
識ソフトウェアなどを含むがこれらに限定されない、第三者アプリケーションでも使用可
能である。カメラ１０２は、本明細書のいずれかで説明されるように、接触認識のプロセ
スの一部としても使用される。またこの実施形態及び方法において、カメラ１０２は、以
下で説明するような仮想キーボード／タッチ・スクリーンを作成するために、プロジェク
タ１０１と隣接して使用されることになる。いくつかの実施形態において、（例えばアダ
プタ１００のカメラ１０２によって）ビデオが録画されているか又は写真が撮影されてい
る場合、録画又は撮影が実行中であることを示すためにライト（例えばＬＥＤライト１０
３）をオンにすることができる。例えばＬＥＤライト１０３は、アダプタ１００が録画又
は撮影中の場合、赤色ライトを出力することができる。このＬＥＤは、録画又は撮影され
ている対象者に録画又は撮影活動を気付かせ、（例えば公衆の）プライバシーを守り、不
正な録画又は撮影の発生を最小限にするのに役立ち得る。
【０２２１】
[0245]　この第１の実施形態及び方法は、プロジェクタ１０１（２Ｄ、３Ｄ、又はホログ
ラフ）も含む。プロジェクタ１０１は、デバイスの前方の固体、液体、気体、及び他の媒
体のいずれかに静止画及び動画の両方を表示するために使用される。プロジェクタ１０１
は、テキスト・メッセージ、インターネット・ブラウザ、スケジュール表、映画鑑賞、図
面、絵画、静止画の表示などを含むがこれらに限定されない、無線接続デバイスからの情
報の表示に使用される。プロジェクタ１０１は、以下で説明するように、仮想キーボード
／タッチ・スクリーンの不可欠部分である。
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【０２２２】
[0246]　第１の実施形態及び方法は、仮想キーボード／タッチ・スクリーンを含む。仮想
キーボード／タッチ・スクリーンは、現実ではなく表面（固体、液体、気体、又は任意の
他のタイプ又は媒体）に投影され、実際の物理キーボード／タッチ・スクリーンとして処
理されるものである。これは、表面（固体、液体、気体、又は任意の他のタイプ又は媒体
）にイメージを投影するためのプロジェクタ１０１を使用して達成される。プロジェクタ
１０１は電気機械／電子／機械アセンブリによって固定され、イメージは相対的に静止し
たままである。これは、加速度計１０８の出力を、ステッピング・モーター、ＭＥＭＳユ
ニット、マイクロ磁束モーター、マイクロ・リニア・モーターなどを含むがこれらに限定
されない、マイクロ安定装置と組み合わせて使用することによって達成される。カメラ１
０２は、投影されたイメージを撮影し、ソフトウェア、ハードウェア、又はこの２つの任
意の組み合わせはイメージの変化を処理して、この変化を特定のキー上での手又は指の動
きに関連付ける。プロセスは、押されたキー／タッチ・スクリーン内で押された領域をデ
バイスに通知する。更に、音声、触覚フィードバックなどを用いて、ユーザにフィードバ
ックが与えられる。
【０２２３】
[0247]　加えて、この第１の実施形態及び方法は、外部電源を供給する。電源はデバイス
が再充電する必要なしに連続して動作できるようにする。これは、アダプタ１００が自身
の電源で動作しないことを意味するのではなく、外部電源をアダプタ１００に接続して、
その作業時間を延長できることを強調するものである。
【０２２４】
[0248]　第２の実施形態及び方法（図１６を参照のこと）において、アダプタ２００は写
真／ビデオ・カメラ２０１、ＬＥＤライト２０２、無線トランシーバ２０３、マイクロフ
ォン２０４、スピーカ２０５、バイブレータ２０６、加速度計２０７、オーディオ・ドラ
イバ（Ａ／Ｄ、増幅器、Ｄ／Ａなど）２０８、追加の電源２０９、及びスマート制御面２
１０を含む。
【０２２５】
[0249]　この第２の実施形態及び方法は、ユーザが、携帯電話、コンピュータ、ラジオな
どを含むがこれらに限定されない無線送信デバイスと通信できるようにするものである。
オーディオをデバイスとの間で送達することになる。実施形態及び方法は、マイクロフォ
ン２０４、オーディオ・ドライバ／増幅器２０８、及びスピーカ２０５などの内部部品の
みを使用して音声を増幅するための機能（当分野では聴覚支援と呼ばれる）も供給する。
この実施形態及び方法は、ユーザが、明るいＬＥＤライト２０２をデバイスに取り付け、
取り外し、又は固定すること、デバイスと通信させること、及びデバイス及びデバイス・
アクセサリを使用してオン／オフすることも可能にする。このＬＥＤライト２０２は、暗
い環境で本／新聞を読む、暗闇で鍵穴を探す、暗い場所（階段、廊下など）で歩くなどを
含むがこれらに限定されない状況で役立つ。更にこの実施形態及び方法は、触覚フィード
バック用の、またユーザにメッセージを伝達するための、バイブレータ２０６を有するこ
とになる。このいくつかの例は、接続された電話がサイレント・モードの場合に電話を受
けるか、又は雑音の多い環境で緊急の電話／メッセージを受け取るものである。このバイ
ブレータ２０６の別の用途は、触覚フィードバックを警報として使用し、うとうと（居眠
り）している運転手を起こすことである。デバイスは、デバイスの相対的な加速度を中継
する（動きを測定する）ことができる加速度計２０７も含む。
【０２２６】
[0250]　第２の実施形態及び方法は、内蔵カメラ２０１又はデバイスと通信する任意の他
のカメラを使用して、静止画及び動画を撮ることも可能である。静止画／動画を撮る１つ
の方法は、デバイス上のスマート制御面２１０を所定の様式でスワイプすることであり、
静止画／動画を撮る別の方法は、撮っているイメージを表示し、これを保存できる場合の
ある外部通信デバイスを用いることである。この外部通信デバイスは、携帯電話、操作ブ
レスレット、コンピュータなどを含むデバイスを含み得るが、これらに限定されない。カ
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メラ２０１は、Facebook（登録商標）、Twitter（登録商標）、Instagram（登録商標）、
顔認識ソフトウェアなどを含むがこれらに限定されない、第三者アプリケーションでも使
用可能である。カメラ２０１は、本明細書のいずれかで説明されるように、接触認識のプ
ロセスの一部としても使用される。
【０２２７】
[0251]　第３の実施形態及び方法（図１７を参照のこと）において、アダプタ３００は写
真／ビデオ・カメラ３０１、無線トランシーバ３０２、マイクロフォン３０３、スピーカ
３０４、バイブレータ３０５、加速度計３０６、オーディオ・ドライバ（Ａ／Ｄ、増幅器
、Ｄ／Ａなど）３０７、追加の電源３０８、及びスマート制御面３０９を含む。
【０２２８】
[0252]　この第３の実施形態及び方法は、ユーザが、携帯電話、コンピュータ、ラジオな
どを含むがこれらに限定されない無線送信デバイスと通信できるようにするものである。
オーディオをデバイスとの間で送達することになる。実施形態及び方法は、マイクロフォ
ン３０３、オーディオ・ドライバ／増幅器３０７、及びスピーカ３０４などの内部部品の
みを使用して音声を増幅するための機能（当分野では聴覚支援と呼ばれる）も供給する。
更にこの実施形態及び方法は、触覚フィードバック用の、またユーザにメッセージを伝達
するための、バイブレータ３０５を有することになる。このいくつかの例は、接続された
電話がサイレント・モードの場合に電話を受けるか、又は雑音の多い環境で緊急の電話／
メッセージを受け取るものである。このバイブレータ３０５の別の用途は、触覚フィード
バックを警報として使用し、うとうと（居眠り）している運転手を起こすことである。デ
バイスは、デバイスの相対的な加速度を中継する（動きを測定する）ことができる加速度
計３０６も含む。
【０２２９】
[0253]　第３の実施形態及び方法は、内蔵カメラ３０１又はデバイスと通信する任意の他
のカメラを使用して、静止画及び動画を撮ることも可能である。静止画／動画を撮る１つ
の方法は、デバイス上のスマート制御面３０９を所定の様式でスワイプすることであり、
静止画／動画を撮る別の方法は、撮っているイメージを表示し、これを保存できる場合の
ある外部通信デバイスを用いることである。この外部通信デバイスは、携帯電話、操作ブ
レスレット、コンピュータなどのデバイスを含み得るが、これらに限定されない。カメラ
３０１は、Facebook（登録商標）、Twitter（登録商標）、Instagram（登録商標）、顔認
識ソフトウェアなどを含むがこれらに限定されない、第三者アプリケーションでも使用可
能である。カメラ３０１は、本明細書のいずれかで説明されるように、接触認識のプロセ
スの一部としても使用される。
【０２３０】
[0254]　第４の実施形態及び方法（図１８を参照のこと）において、アダプタ４００は無
線トランシーバ４０１、マイクロフォン４０２、スピーカ４０３、オーディオ・ドライバ
（Ａ／Ｄ、増幅器、Ｄ／Ａなど）４０４、追加の電源４０５、及びスマート制御面４０６
を含む。
【０２３１】
[0255]　この第４の実施形態及び方法は、ユーザが、携帯電話、コンピュータ、ラジオな
どを含むがこれらに限定されない無線送信デバイスと通信できるようにするものである。
オーディオをデバイスとの間で送達することになる。実施形態及び方法は、マイクロフォ
ン４０２、オーディオ・ドライバ／増幅器４０４、及びスピーカ４０３などの内部部品の
みを使用して音声を増幅するための機能（当分野では聴覚支援と呼ばれる）も供給する。
【０２３２】
[0256]　第５の実施形態及び方法（図１９を参照のこと）において、アダプタ５００はＬ
ＥＤライト５０１、無線トランシーバ５０２、マイクロフォン５０３、スピーカ５０４、
バイブレータ５０５、オーディオ・ドライバ（Ａ／Ｄ、増幅器、Ｄ／Ａなど）５０６、追
加の電源５０７、及びスマート制御面５０８を含む。
【０２３３】
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[0257]　この第５の実施形態及び方法は、ユーザが、携帯電話、コンピュータ、ラジオな
どを含むがこれらに限定されない無線送信デバイスと通信できるようにするものである。
オーディオをデバイスとの間で送達することになる。実施形態及び方法は、マイクロフォ
ン５０３、オーディオ・ドライバ／増幅器５０６、及びスピーカ５０４などの内部部品の
みを使用して音声を増幅するための機能（当分野では聴覚支援と呼ばれる）も供給する。
この実施形態及び方法は、ユーザが、明るいＬＥＤライト５０１をデバイスに取り付け、
取り外し、又は固定すること、デバイスと通信させること、及びデバイス及びデバイス・
アクセサリを使用してオン／オフすることも可能にする。このＬＥＤライト５０１は、暗
い環境で本／新聞を読む、暗闇で鍵穴を探す、暗い場所（階段、廊下など）で歩くなどを
含むがこれらに限定されない状況で役立つ。更にこの実施形態及び方法は、触覚フィード
バック用の、またユーザにメッセージを伝達するための、バイブレータ５０５を有するこ
とになる。このいくつかの例は、接続された電話がサイレント・モードの場合に電話を受
けるか、又は雑音の多い環境で緊急の電話／メッセージを受け取るものである。このバイ
ブレータ５０５の別の用途は、触覚フィードバックを警報として使用し、うとうと（居眠
り）している運転手を起こすことである。
【０２３４】
[0258]　第６の実施形態及び方法（図２０を参照のこと）において、アダプタ６００は写
真／ビデオ・カメラ６０１、ＬＥＤライト６０２、無線トランシーバ６０３、マイクロフ
ォン６０４、スピーカ６０５、バイブレータ６０６、加速度計６０７、オーディオ・ドラ
イバ（Ａ／Ｄ、増幅器、Ｄ／Ａなど）６０８、追加の電源６０９、及びスマート制御面６
１０を含む。
【０２３５】
[0259]　この第６の実施形態及び方法は、ユーザが、携帯電話、コンピュータ、ラジオな
どを含むがこれらに限定されない無線送信デバイスと通信できるようにするものである。
オーディオをデバイスとの間で送達することになる。実施形態及び方法は、マイクロフォ
ン６０４、オーディオ・ドライバ／増幅器６０８、及びスピーカ６０５などの内部部品の
みを使用して音声を増幅するための機能（当分野では聴覚支援と呼ばれる）も供給する。
この実施形態及び方法は、ユーザが、明るいＬＥＤライト６０２をデバイスに取り付け、
取り外し、又は固定すること、デバイスと通信させること、及びデバイス及びデバイス・
アクセサリを使用してオン／オフすることも可能にする。このＬＥＤライト６０２は、暗
い環境で本／新聞を読む、暗闇で鍵穴を探す、暗い場所（階段、廊下など）で歩くなどを
含むがこれらに限定されない状況で役立つ。更にこの実施形態及び方法は、触覚フィード
バック用の、またユーザにメッセージを伝達するための、バイブレータ６０６を有するこ
とになる。このいくつかの例は、接続された電話がサイレント・モードの場合に電話を受
けるか、又は雑音の多い環境で緊急の電話／メッセージを受け取るものである。このバイ
ブレータ６０６の別の用途は、触覚フィードバックを警報として使用し、うとうと（居眠
り）している運転手を起こすことである。デバイスは、デバイスの相対的な加速度を中継
する（動きを測定する）ことができる加速度計６０７も含む。
【０２３６】
[0260]　第６の実施形態及び方法は、ポップ・アップ機構に搭載される内蔵カメラ６０１
又はデバイスと通信する任意の他のカメラを使用して、静止画及び動画を撮ることも可能
である。静止画／動画を撮る１つの方法は、デバイス上のスマート制御面６１０を所定の
様式でスワイプすることであり、静止画／動画を撮る別の方法は、撮っているイメージを
表示し、これを保存できる場合のある外部通信デバイスを用いることである。この外部通
信デバイスは、携帯電話、操作ブレスレット、コンピュータなどのデバイスを含み得るが
、これらに限定されない。カメラ６０１は、Facebook（登録商標）、Twitter（登録商標
）、Instagram（登録商標）、顔認識ソフトウェアなどを含むがこれらに限定されない、
第三者アプリケーションでも使用可能である。カメラ６０１は、本明細書のいずれかで説
明されるように、接触認識のプロセスの一部としても使用される。
【０２３７】
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[0261]　第７の実施形態及び方法（図２１を参照のこと）において、テンプル７００に組
み込まれた内蔵アダプタは写真／ビデオ・カメラ７０１、無線トランシーバ７０３、マイ
クロフォン７０４、スピーカ７０５、バイブレータ７０６、加速度計７０７、オーディオ
・ドライバ（Ａ／Ｄ、増幅器、Ｄ／Ａなど）７０８、追加の電源７０９、及びスマート制
御面７０２を含む。
【０２３８】
[0262]　この第７の実施形態及び方法は、ユーザが、携帯電話、コンピュータ、ラジオな
どを含むがこれらに限定されない無線送信デバイスと通信できるようにするものである。
オーディオをデバイスとの間で送達することになる。実施形態及び方法は、マイクロフォ
ン７０４、オーディオ・ドライバ／増幅器７０８、及びスピーカ７０５などの内部部品の
みを使用して音声を増幅するための機能（当分野では聴覚支援と呼ばれる）も供給する。
更にこの実施形態及び方法は、触覚フィードバック用の、またユーザにメッセージを伝達
するための、バイブレータ７０６を有することになる。このいくつかの例は、接続された
電話がサイレント・モードの場合に電話を受けるか、又は雑音の多い環境で緊急の電話／
メッセージを受け取るものである。このバイブレータ７０６の別の用途は、触覚フィード
バックを警報として使用し、うとうと（居眠り）している運転手を起こすことである。デ
バイスは、デバイスの相対的な加速度を中継する（動きを測定する）ことができる加速度
計７０７も含む。
【０２３９】
[0263]　第７の実施形態及び方法は、ポップ・アップ機構に搭載される内蔵カメラ７０１
又はデバイスと通信する任意の他のカメラを使用して、静止画及び動画を撮ることも可能
である。静止画／動画を撮る１つの方法は、デバイス上のスマート制御面７０２を所定の
様式でスワイプすることであり、静止画／動画を撮る別の方法は、撮っているイメージを
表示し、これを保存できる場合のある外部通信デバイスを用いることである。この外部通
信デバイスは、携帯電話、操作ブレスレット、コンピュータなどのデバイスを含み得るが
、これらに限定されない。カメラ７０１は、Facebook（登録商標）、Twitter（登録商標
）、Instagram（登録商標）、顔認識ソフトウェアなどを含むがこれらに限定されない、
第三者アプリケーションでも使用可能である。カメラ７０１は、本明細書のいずれかで説
明されるように、接触認識のプロセスの一部としても使用される。
【０２４０】
[0264]　第８の実施形態及び方法（図２２を参照のこと）において、アダプタ８００は無
線トランシーバ８０１、マイクロフォン８０３、スピーカ８０４、バイブレータ８０５、
加速度計８０６、オーディオ・ドライバ（Ａ／Ｄ、増幅器、Ｄ／Ａなど）８０７、追加の
電源８０８、及びスマート制御面８０２を含む。
【０２４１】
[0265]　この第８の実施形態及び方法は、ユーザが、携帯電話、コンピュータ、ラジオな
どを含むがこれらに限定されない無線送信デバイスと通信できるようにするものである。
オーディオをデバイスとの間で送達することになる。実施形態及び方法は、マイクロフォ
ン８０３、オーディオ・ドライバ／増幅器８０７、及びスピーカ８０４などの内部部品の
みを使用して音声を増幅するための機能（当分野では聴覚支援と呼ばれる）も供給する。
更にこの実施形態及び方法は、触覚フィードバック用の、またユーザにメッセージを伝達
するための、バイブレータ８０５を有することになる。このいくつかの例は、接続された
電話がサイレント・モードの場合に電話を受けるか、又は雑音の多い環境で緊急の電話／
メッセージを受け取るものである。このバイブレータ８０５の別の用途は、触覚フィード
バックを警報として使用し、うとうと（居眠り）している運転手を起こすことである。デ
バイスは、デバイスの相対的な加速度を中継する（動きを測定する）ことができる加速度
計８０６も含む。
【０２４２】
[0266]　第９の実施形態及び方法（図２３を参照のこと）において、アダプタ９００は無
線トランシーバ９０１、マイクロフォン９０３、スピーカ９０４、バイブレータ９０５、
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加速度計９０６、オーディオ・ドライバ（Ａ／Ｄ、増幅器、Ｄ／Ａなど）９０７、追加の
電源９０８、及びスマート制御面９０２を含む。
【０２４３】
[0267]　この第９の実施形態及び方法は、ユーザが、携帯電話、コンピュータ、ラジオな
どを含むがこれらに限定されない無線送信デバイスと通信できるようにするものである。
オーディオをデバイスとの間で送達することになる。実施形態及び方法は、マイクロフォ
ン９０３、オーディオ・ドライバ／増幅器９０７、及びスピーカ９０４などの内部部品の
みを使用して音声を増幅するための機能（当分野では聴覚支援と呼ばれる）も供給する。
更にこの実施形態及び方法は、触覚フィードバック用の、またユーザにメッセージを伝達
するための、バイブレータ９０５を有することになる。このいくつかの例は、接続された
電話がサイレント・モードの場合に電話を受けるか、又は雑音の多い環境で緊急の電話／
メッセージを受け取るものである。このバイブレータ９０５の別の用途は、触覚フィード
バックを警報として使用し、うとうと（居眠り）している運転手を起こすことである。デ
バイスは、デバイスの相対的な加速度を中継する（動きを測定する）ことができる加速度
計９０６も含む。
【０２４４】
[0268]　第１０の実施形態及び方法（図２４を参照のこと）において、アダプタ１０００
は、アダプタ１０００を市販のほとんどのテンプルにぴったりとはめ込むことができる様
式で、スプリング・アセンブリ１００１及び接触板１００２を使用して眼鏡フレームに接
続され得る。テンプルは接触板とアダプタ１０００のハウジングとの間に挿入され、アダ
プタ１０００はほぼ垂直な力で（by sheer force）適所に保持される。
【０２４５】
[0269]　第１１の実施形態及び方法（図２５を参照のこと）において、アダプタ１１００
は、アダプタ１１００を市販のほとんどのワイヤ・フレームにぴったりとはめ込むことが
できる様式で、スプリング・アセンブリ１１０１及び接触板１１０２及び前方の溝／スリ
ット／プローン（prone）を使用して眼鏡フレームに接続され得る。テンプルは接触板と
アダプタ１１００のハウジングとの間に挿入され、アダプタ１１００はほぼ垂直な力で適
所に保持される。またワイヤ・フレームの前方は、アダプタ１１００がその軸を中心とし
て回転しないように前方スリット／プローン内部に収まり、アダプタ１１００がテンプル
上で前後に移動するのを防ぐための前方クリップを有し得る。前方スリット／プローンは
、例えばアダプタ１１００のハウジング前方のスリット、アダプタ１１００のハウジング
前部の２つ又はそれ以上の突出部分、アダプタ１１００の前部の磁気板、アダプタ１１０
０の前部の電気機械板などとすることが可能である。
【０２４６】
[0270]　第１２の実施形態及び方法（図２６～図２９を参照のこと）において、アダプタ
１２００は写真／ビデオ・カメラ１２０１、ＬＥＤライト１２０２、無線トランシーバ１
２０３、マイクロフォン１２０４、スピーカ１２０５、バイブレータ１２０６、加速度計
１２０７、オーディオ・ドライバ（Ａ／Ｄ、増幅器、Ｄ／Ａなど）１２０８、追加の電源
１２０９、スマート制御面１２１０、及びヘッドアップ・ディスプレイ１２１１を含む。
【０２４７】
[0271]　この第１２の実施形態及び方法は、ユーザが、携帯電話、コンピュータ、ラジオ
などを含むがこれらに限定されない無線送信デバイスと通信できるようにするものである
。オーディオをデバイスとの間で送達することになる。実施形態及び方法は、マイクロフ
ォン１２０４、オーディオ・ドライバ／増幅器１２０８、及びスピーカ１２０５などの内
部部品のみを使用して音声を増幅するための機能（当分野では聴覚支援と呼ばれる）も供
給する。この実施形態及び方法は、ユーザが、明るいＬＥＤライト１２０２をデバイスに
取り付け、取り外し、又は固定すること、デバイスと通信させること、及びデバイス及び
デバイス・アクセサリを使用してオン／オフすることも可能にする。このＬＥＤライト１
２０２は、暗い環境で本／新聞を読む、暗闇で鍵穴を探す、暗い場所（階段、廊下など）
で歩くなどを含むがこれらに限定されない状況で役立つ。更にこの実施形態及び方法は、
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触覚フィードバック用の、またユーザにメッセージを伝達するための、バイブレータ１２
０６を有することになる。このいくつかの例は、接続された電話がサイレント・モードの
場合に電話を受けるか、又は雑音の多い環境で緊急の電話／メッセージを受け取るもので
ある。このバイブレータ１２０６の別の用途は、触覚フィードバックを警報として使用し
、うとうと（居眠り）している運転手を起こすことである。デバイスは、デバイスの相対
的な加速度を中継する（動きを測定する）ことができる加速度計１２０７も含む。
【０２４８】
[0272]　第１２の実施形態及び方法は、内蔵カメラ１２０１又はデバイスと通信する任意
の他のカメラを使用して、静止画及び動画を撮ることも可能である。静止画／動画を撮る
１つの方法は、デバイス上のスマート制御面１２１０を所定の様式でスワイプすることで
あり、静止画／動画を撮る別の方法は、撮っているイメージを表示し、これを保存できる
場合のある外部通信デバイスを用いることである。この外部通信デバイスは、携帯電話、
操作ブレスレット、コンピュータなどのデバイスを含み得るが、これらに限定されない。
カメラ１２０１は、Facebook（登録商標）、Twitter（登録商標）、Instagram（登録商標
）、顔認識ソフトウェアなどを含むがこれらに限定されない、第三者アプリケーションで
も使用可能である。カメラ１２０１は、本明細書のいずれかで説明されるように、接触認
識のプロセスの一部としても使用される。
【０２４９】
[0273]　第１２の実施形態及び方法は、ヘッドアップ・ディスプレイ１２１１上に表示す
る機能も有する。このヘッドアップ・ディスプレイは、例えばアダプタ１２００への取り
付け、取り外し、又はこの２つの任意の組み合わせが行われる。ヘッドアップ・ディスプ
レイのオプションは、例えば、ユーザがリアル・タイムで情報を表示できるようにする、
ユーザが撮影されているイメージを表示できるようにする、ユーザがビデオ電話を実行で
きるようにする、ユーザが診断を表示できるようにする（例えば手術中など）、ユーザが
拡張現実を体験できるようにする、ヘッドアップ・ディスプレイ上に表示され、カメラの
ハードウェア、ソフトウェア、又はその２つの任意の組み合わせによって処理される、仮
想キーボードを作成することである。
【０２５０】
[0274]　この第１２の実施形態及び方法は、ヘッドアップ・ディスプレイ１２１１を折り
畳むオプションも有することができる。スクリーンは、例えば図２７～図２９に見られる
ように折り畳み式とすることができる。ユーザは、スクリーンがユーザの視野を妨げない
ようにスクリーンを折り畳むことができる。
【０２５１】
[0275]　第１３の実施形態及び方法（図３０及び図３１を参照のこと）において、アダプ
タ１３００は写真／ビデオ・カメラ１３０１、ＬＥＤライト１３０２、無線トランシーバ
１３０３、マイクロフォン１３０４、スピーカ１３０５、バイブレータ１３０６、加速度
計１３０７、オーディオ・ドライバ（Ａ／Ｄ、増幅器、Ｄ／Ａなど）１３０８、追加の電
源１３０９、及びスマート制御面１３１０を含む。
【０２５２】
[0276]　この第１３の実施形態及び方法は、ユーザが、携帯電話、コンピュータ、ラジオ
などを含むがこれらに限定されない無線送信デバイスと通信できるようにするものである
。オーディオをデバイスとの間で送達することになる。実施形態及び方法は、マイクロフ
ォン１３０４、オーディオ・ドライバ／増幅器１３０８、及びスピーカ１３０５などの内
部部品のみを使用して音声を増幅するための機能（当分野では聴覚支援と呼ばれる）も供
給する。この実施形態及び方法は、ユーザが、明るいＬＥＤライト１３０２をデバイスに
取り付け、取り外し、又は固定すること、デバイスと通信させること、及びデバイス及び
デバイス・アクセサリを使用してオン／オフすることも可能にする。このＬＥＤライト１
３０２は、暗い環境で本／新聞を読む、暗闇で鍵穴を探す、暗い場所（階段、廊下など）
で歩くなどを含むがこれらに限定されない状況で役立つ。更にこの実施形態及び方法は、
触覚フィードバック用の、またユーザにメッセージを伝達するための、バイブレータ１３
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０６を有することになる。このいくつかの例は、接続された電話がサイレント・モードの
場合に電話を受けるか、又は雑音の多い環境で緊急の電話／メッセージを受け取るもので
ある。このバイブレータ１３０６の別の用途は、触覚フィードバックを警報として使用し
、うとうと（居眠り）している運転手を起こすことである。デバイスは、デバイスの相対
的な加速度を中継する（動きを測定する）ことができる加速度計１３０７も含む。
【０２５３】
[0277]　第１３の実施形態及び方法は、内蔵カメラ１３０１又はデバイスと通信する任意
の他のカメラを使用して、静止画及び動画を撮ることも可能である。静止画／動画を撮る
１つの方法は、デバイス上のスマート制御面１３１０を所定の様式でスワイプすることで
あり、静止画／動画を撮る別の方法は、撮っているイメージを表示し、これを保存できる
場合のある外部通信デバイスを用いることである。この外部通信デバイスは、携帯電話、
操作ブレスレット、コンピュータなどを含むデバイスを含み得るが、これらに限定されな
い。カメラ１３０１は、Facebook（登録商標）、Twitter（登録商標）、Instagram（登録
商標）、顔認識ソフトウェアなどを含むがこれらに限定されない、第三者アプリケーショ
ンでも使用可能である。カメラ１３０１は、本明細書のいずれかで説明されるように、接
触認識のプロセスの一部としても使用される。
【０２５４】
[0278]　第１３の実施形態は、制御機構として使用されることになる、センサ、例えば光
検出器／エミッタ１３１１、又はアーム１３１２上に取り付けられた光検出器／エミッタ
（図３１を参照のこと）、アダプタ１３００に組み込まれた検出器と共に目の前に取り付
けられたミラー、又はそれらの任意の組み合わせを、更に含む。制御機構は、一連の持続
的閉眼又は単一の持続的閉眼に応じて電話に応答すること、図３２のフローチャートに記
載されたように静止画又は動画を撮影すること、図３２のフローチャートに記載されたよ
うに異なる一連の持続的閉眼に応じて、例えばFacebook（登録商標）、Twitter（登録商
標）、又はInstagram（登録商標）に写真をアップロードすること、図３２のフローチャ
ートに記載されたように一連の持続的閉眼又は単一の持続的閉眼に応じて静止画又は動画
を撮影すること、などを含むがこれらに限定されない、操作命令を導出するために、（通
常のまばたきと混同されない）持続的閉眼に依拠する。制御機構はアダプタ１３００の表
面上又は表面内に配置される。タイマ又は計時手段は、所望の制御を提供するためにアダ
プタ１３００に関連付けられる。この実施形態は、持続的閉眼と通常のまばたきとを区別
するために、センサ及びタイマの機能を提供する。更に実施形態は、アダプタ１３００の
ユーザ又は装着者が、アダプタ１３００に関連付けられた電気スイッチ、眼鏡、或いは眼
鏡又はアダプタ１３００からリモートの電気スイッチを、オン又はオフにするための持続
的閉眼を開始できるようにする。
【０２５５】
[0279]　第１４の実施形態及び方法（図３３～図３５を参照のこと）において、アダプタ
１４００は写真／ビデオ・カメラ１４０１、ＬＥＤライト１４０２、無線トランシーバ１
４０３、マイクロフォン１４０４、スピーカ１４０５、バイブレータ１４０６、加速度計
１４０７、オーディオ・ドライバ（Ａ／Ｄ、増幅器、Ｄ／Ａなど）１４０８、追加の電源
１４０９、及びスマート制御面１４１０を含む。
【０２５６】
[0280]　この第１４の実施形態及び方法は、ユーザが、携帯電話、コンピュータ、ラジオ
などを含むがこれらに限定されない無線送信デバイスと通信できるようにするものである
。オーディオをデバイスとの間で送達することになる。実施形態及び方法は、マイクロフ
ォン１４０４、オーディオ・ドライバ／増幅器１４０８、及びスピーカ１４０５などの内
部部品のみを使用して音声を増幅するための機能（当分野では聴覚支援と呼ばれる）も供
給する。この実施形態及び方法は、ユーザが、明るいＬＥＤライト１４０２をデバイスに
取り付け、取り外し、又は固定すること、デバイスと通信させること、及びデバイス及び
デバイス・アクセサリを使用してオン／オフすることも可能にする。このＬＥＤライト１
４０２は、暗い環境で本／新聞を読む、暗闇で鍵穴を探す、暗い場所（階段、廊下など）
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で歩くなどを含むがこれらに限定されない状況で役立つ。更にこの実施形態及び方法は、
触覚フィードバック用の、またユーザにメッセージを伝達するための、バイブレータ１４
０６を有することになる。このいくつかの例は、接続された電話がサイレント・モードの
場合に電話を受けるか、又は雑音の多い環境で緊急の電話／メッセージを受け取るもので
ある。このバイブレータ１４０６の別の用途は、触覚フィードバックを警報として使用し
、うとうと（居眠り）している運転手を起こすことである。デバイスは、デバイスの相対
的な加速度を中継する（動きを測定する）ことができる加速度計１４０７も含む。
【０２５７】
[0281]　第１４の実施形態及び方法は、内蔵カメラ１４０１又はデバイスと通信する任意
の他のカメラを使用して、静止画及び動画を撮ることも可能である。静止画／動画を撮る
１つの方法は、デバイス上のスマート制御面１４１０を所定の様式でスワイプすることで
あり、静止画／動画を撮る別の方法は、撮っているイメージを表示し、これを保存できる
場合のある外部通信デバイスを用いることである。この外部通信デバイスは、携帯電話、
操作ブレスレット、コンピュータなどを含むデバイスを含み得るが、これらに限定されな
い。カメラ１４０１は、Facebook（登録商標）、Twitter（登録商標）、Instagram（登録
商標）、顔認識ソフトウェアなどを含むがこれらに限定されない、第三者アプリケーショ
ンでも使用可能である。カメラ１４０１は、本明細書のいずれかで説明されるように、接
触認識のプロセスの一部としても使用される。
【０２５８】
[0282]　第１４の実施形態は、制御機構として使用される、アダプタ１４００に接続され
るか又は関連付けられた内部制御面１４１１、或いは、ユーザの顔に取り付けられ、アダ
プタ１４００又はアダプタ１４００の制御面に接続される、内部制御面パッチ１４１３（
図３５を参照のこと）、或いはそれらの任意の組み合わせを、更に含む。この内部制御面
１４１１は、例えばユーザの顔に接触していない場合、ユーザの顔との接触が不十分な場
合などに、積み重ねることが可能である１４１２（図３４を参照のこと）。制御機構は、
アダプタ１４００に最も近いユーザの単一の過度の閉眼及び開眼又は複数の過度の閉眼又
は開眼に応じて電話に応答すること、図３９のフローチャートに記載されたように静止画
／動画を撮影すること、図３９のフローチャートに記載されたように過度の閉眼又は一連
の過度の閉眼に応じて、Facebook（登録商標）、Twitter（登録商標）、又はInstagram（
登録商標）に写真をアップロードすること、図３９のフローチャートに記載されたように
過度の閉眼又は一連の過度の閉眼又は単一の持続的閉眼に応じて静止画／動画を撮影する
こと、などを含むがこれらに限定されない、ユーザからの操作命令を導出するために、ユ
ーザの顔の側面（側頭部域）での皮膚の動きに依拠する。本発明のいくつかの実施形態に
おいて、制御面は、通常のまばたきと、ユーザの顔の側頭側の筋肉を通常のまばたきより
も大きく動かす強制的又は過度の閉眼とを、区別することができる。ほとんどの場合、閉
じられる目の側頭部域の皮膚は、目の方向に向かって前方に移動する（図３６を参照のこ
と）。この実施形態の場合、装着者の通常のまばたきは無視されるが、強制的又は過度の
閉眼によって、アダプタ１４００の制御面と接することになるアダプタ１４００の近く又
は周辺に位置する皮膚の動きが、アダプタ１４００の写真、ビデオ、又は他の電子機能又
は電子デバイスをオン及びオフにするか、或いはアダプタ１４００に関連付けられた電子
スイッチを起動させることができる。結果として生じる動作は、アダプタ１４００に関連
付けられたハードウェア又はソフトウェアに何らかの活動を開始させるものとすることが
できる。
【０２５９】
[0283]　この制御面は、アダプタ１４００に最も近いユーザの目が開閉するときに、例え
ば接触、皮膚の密度の変化、皮膚の動き、皮膚の導電性の変化、外観の変化などによって
、装着者の顔の側頭側の顔又は皮膚の動きを感じることができる（図３７及び図４５を参
照のこと）。制御面は、適切に動作するためにユーザの顔と接触することになる。こうし
た接触はユーザの意思で連続的又は周期的とすることができる。制御面に配置されるか又
はこれに接続された計時デバイス又は計時構成要素を、皮膚の動きの感知に関連付けるこ



(34) JP 6158317 B2 2017.7.5

10

20

30

40

50

とができる。アダプタ１４００は、装着者の顔の皮膚の動きが感知され、アダプタ１４０
０又は眼鏡が、アダプタ１４００及び眼鏡の上又はその中、或いはアダプタ１４００及び
眼鏡からリモートに配置された、電気スイッチをオン又はオフにできるように、眼鏡に取
り付けられる。
【０２６０】
[0284]　 アダプタ１４００に取り付けられた（装着者の顔の皮膚の近く又は隣接して配
置された）制御面の本明細書で開示された本発明は、アダプタを含まない電子対応眼鏡の
テンプルの内側に取り付けることも可能である（図３８を参照のこと）。したがって、眼
鏡は装着者によって開始された側頭部皮膚の動きを感知し、眼鏡上のスイッチを、又は眼
鏡に対してリモートのスイッチを間接的に、オン又はオフにすることができる。こうした
眼鏡上のスイッチは、例えばレンズに対して電気的に作動する着色（tint）をオン又はオ
フにすることができる。制御面は、例えばヘッドアップ・ディスプレイをオン及びオフに
すること、例えば拡張現実感と共に表示されるイメージ、図、又は文字など、ヘッドアッ
プ・ディスプレイ上にイメージを表示すること、写真又はビデオを撮影すること、インタ
ーネットに接続すること、エレクトロクロミック・レンズをオン又はオフにすること、電
気活性集束レンズをオン又はオフにすること、聴覚又は聴力支援をオン又はオフにするこ
と、センサ又はスイッチをオン又はオフにすること、或いは、適切なエレクトロニクスが
眼鏡に取り付けられるか又は組み込まれた場合、本明細書に記載された活動、感知、又は
アプリケーションのリストのうちのいずれかを実行することが、可能である。
【０２６１】
[0285]　眼鏡に対してリモートのデバイスと対話するために、眼鏡は、例えばBluetooth
（登録商標）トランシーバなどのトランシーバ、及び本明細書で教示された適切なサポー
ト・エレクトロニクスを含むことができる。いくつかの実施形態において、装着者の皮膚
に最も近い眼鏡テンプルの内側面上、又は装着者の皮膚に最も近い内側アダプタ面上に配
置された、制御面を含む眼鏡を装着する場合、制御面はスプリングで留められるか、又は
、装着者の側頭部皮膚に対して制御面を押し付ける力を受ける。このスプリング留めの効
力、又は、制御面を装着者の側頭部皮膚に対して押し付ける機械的機能によって生じる任
意の力が、良好な感知を達成するために皮膚との適切な接触を生じさせるのに役立つ。感
知は、例えば動きセンサ、近接センサ、容量センサ、又は加速度計とすることができる。
スイッチング結果は、例えば、制御面又は薄膜スイッチ付近に配置されるか又はこれらに
接続されたコンデンサ・スイッチとすることができる。
【０２６２】
[0286]　本発明の開示で開示された実施形態は、自己限定的であることは意図されず、ま
た任意の寸法、電気構成要素、又は用途でもない。列挙されているが図示されていないセ
ンサは、具体的に本発明に含まれ、どのタイプの感知が必要であるかに応じて、適切なセ
ンサがアダプタなどに含められる。本明細書で説明される任意の実施形態の任意の構成要
素及び／又は機能は、本明細書で説明される任意の他の実施形態の任意の構成要素と組み
合わせ可能である。
【０２６３】
[0287]　聴覚支援対応電子眼鏡
【０２６４】
[0288]　聴覚補助具は音声を増幅し、ユーザの生活の質を向上させる。しかしながらほと
んどの聴覚補助具には、小型バッテリを毎週交換する必要性、毎日の挿入及び／又は装着
の不便さ、外耳道からの取り外し、デバイスへの連続的な耳垢の蓄積、特に聴覚補助具を
必要とする年代にとって手動操作が困難な可能性のある小型コントロールの操作困難、消
費者／装着者にとっての高価格、及び、彼らへの指示の必要性などの、制限がある。１式
当たり４０００～５０００ドルもの聴覚補助具の価格が、多くの成人にとって手の届かな
いものにしている。聴覚補助具を購入できる成人であっても、それらの不便さ、高価格、
煩わしさに気付く。
【０２６５】
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[0289]　これらの理由で、軽度の聴力不足を有するが聴覚補助具は必要としない成人が聴
覚補助具を考慮することは決してなく、わずかではあるが依然として軽度の聴力不足の成
人は聴覚補助具を装着したがらない可能性がある。実際に、何らかの形の聴覚補助具から
恩恵を受ける可能性のある、（必然的に年齢に関係する、及び／又は環境的に発生した）
何らかの軽度の聴力不足を有する成人の数は多いが、前述の理由により、決して利用しな
い可能性がある。したがって、深刻な聴力不足ではない多くの成人及び軽度の聴力不足を
有する可能性のあるかなりの数の人の聴力を強化することが可能な、より良い解決策が求
められている。
【０２６６】
[0290]　４５歳の年代に入ると聴力が低下することに加えて、４０歳以上の成人の９５％
は老眼であり、老眼鏡をかける必要がある。老眼は、近接距離ではっきりと見るために老
眼鏡又は多焦点レンズが必要となる、年齢に関連付けられた状態である。本明細書で開示
された本発明の実施形態は、老眼の人及び聴力の改善からも恩恵を受けることができる人
を対象としている。したがってこれらの人々は、本明細書で説明された実施形態のうちの
いくつかを使用することによって、視力及び聴力が改善する可能性がある。
【０２６７】
[0291]　本発明のいくつかの実施形態は、チャネルを画定するテンプル、及び聴覚を支援
するために音声を出力するためのチャネル後端の同調ポートを含む、眼鏡フレームと、テ
ンプル上に配設され、聴覚支援アダプタを受け取るように構成されたドックと、を含む、
眼鏡システムを提供し、テンプルは同調ポートに向けて音響エネルギーを送るように構成
される。
【０２６８】
[0292]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、チャネルは聴覚支援アダプタから
音響エネルギーを受け取り、同調ポートで音響エネルギーから導出されたオーディオ信号
を発するように構成される。
【０２６９】
[0293]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、眼鏡システムは同調ポートとイヤ
ホンとの間に配設された可撓管を含み、イヤホンは可撓管の端部に結合され、可撓管はオ
ーディオ信号をイヤホンに聴覚的に伝送するように構成される。これは、音声出力をユー
ザの耳に向けて送るユーザの機能を増大させることによって、デバイスのユーティリティ
を拡張及び強化することができる。
【０２７０】
[0294]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、可撓管は少なくとも部分的にチャ
ネル内に配設され、同調ポートを介してチャネルから突出する。
【０２７１】
[0295]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、イヤホンはスピーカを含まない。
これによってエネルギー要件を最小限にすることができる。
【０２７２】
[0296]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、眼鏡システムは聴覚支援アダプタ
を更に含む。
【０２７３】
[0297]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、聴覚支援アダプタは電源を含む。
【０２７４】
[0298]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、聴覚支援アダプタは、無線通信及
びオーディオ信号の送受信用のBluetooth（登録商標）回路を含む
【０２７５】
[0299]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、聴覚支援アダプタはトランシーバ
を含む。
【０２７６】
[0300]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、聴覚支援アダプタは意図される方
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向での音声取り込みのための指向性マイクロフォンを含む。
【０２７７】
[0301]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、聴覚支援アダプタは音声取り込み
のためのマイクロフォンを含む。
【０２７８】
[0302]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、聴覚支援アダプタはマイクロプロ
セッサを含む。
【０２７９】
[0303]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、聴覚支援アダプタは、（例えば所
望の場合にのみ使用できるように、リモート充電のため、など）ドッキング・ステーショ
ンに取り付け、ドッキング・ステーションから取り外すように構成される。
【０２８０】
[0304]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、テンプルは小型イヤホンを含む。
【０２８１】
[0305]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、テンプルはスピーカを含む。
【０２８２】
[0306]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、聴覚支援アダプタは、ユーザのオ
ーディオ通信（例えば話された言葉）の理解及び知覚を強化するために、雑音消去ソフト
ウェアを使用して雑音を消去するように構成される。
【０２８３】
[0307]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、聴覚支援アダプタはオーディオ増
幅器を備える。
【０２８４】
[0308]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、テンプルは雑音消去ソフトウェア
を使用して雑音を消去するように構成される。
【０２８５】
[0309]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、テンプルはオーディオ増幅器を備
える。
【０２８６】
[0310]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、眼鏡は視力の鮮明さをユーザが知
覚するのを強化するために電気活性集束レンズを備える。
【０２８７】
[0311]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、ドックはテンプルの前部に配設さ
れる。
【０２８８】
[0312]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、ドックはテンプルの中央部に配設
される。
【０２８９】
[0313]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、ドックはテンプルの屈曲部に配設
される。
【０２９０】
[0314]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、ドックはテンプルの後部に配設さ
れる。
【０２９１】
[0315]　本発明のいくつかの実施形態は、眼鏡フレーム２１００及びアダプタ２２００を
含む眼鏡システム２０００を含む。眼鏡フレーム２１００（広義に定義され、矯正レンズ
を含む眼鏡フレームを含む）は、例えば図４０に示されるような、テンプルに取り付け可
能でありテンプルから取り外し可能なアダプタ２２００を備えた、テンプル２１１０を含
むことができる。アダプタ２２００は、いくつかの実施形態では、フレーム２１００の前
部２１０２に最も近いテンプル２１１０の近位端２１１２に配置される。電子聴覚支援ア
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ダプタ２２００は、アダプタ２２００から取り外し可能であるか又は可能でない場合のあ
る指向性マイクロフォン２２１０（例えばマイクロフォン指向性アレイを含む）を含むか
又は含まない場合がある。いくつかの実施形態において、電子聴覚支援アダプタ２２００
は、テンプル２１１０の前部２１１４から後方へおよそ中ほどに配置される。いくつかの
実施形態では、テンプル２１１０の屈曲部２１１６近くに配置される。いくつかの実施形
態では、装着者の耳の後ろに位置することになるテンプル２１１０の後部２１１８に配置
される。
【０２９２】
[0316]　いくつかの実施形態において、電子聴覚支援アダプタ２２００が取り付け可能な
テンプル２１１０は、例えば図４１に示されるように、そのテンプルの長さの少なくとも
一部が中空である。聴覚支援アダプタ２２００は、いくつかの実施形態において、眼鏡の
テンプル内又はテンプル上に配置されたドッキング・ステーションに取り付け可能である
。聴覚支援アダプタ２２００は、ドッキング・ステーションからの取り外しも可能である
。マイクロフォン２２１０（例えばマイクロフォン指向性アレイを含む）は電子聴覚支援
アダプタ２２００又は眼鏡フレーム２１００のいずれかに取り付け可能であり、装着者の
顔に向かって送られる音響エネルギーを捉えるように向けられる。電子聴覚支援アダプタ
２２００は、それ自体の電源を有するか又は有さない場合がある。こうした電源は、例え
ば太陽電池、燃料電池、誘導バッテリ、又は使い捨てバッテリを含むことができる。電子
聴覚支援アダプタ２２００は、それ自体のチップ／マイクロプロセッサを含むか又は含ま
ない場合がある。電子聴覚支援アダプタ２２００は、オーディオ増幅器を含むか又は含ま
ない場合がある。電子聴覚支援アダプタ２２００は、雑音消去技術を含むか又は含まない
場合がある。聴覚支援アダプタ２２００を含むテンプル２１１０は、雑音消去ソフトウェ
アを含むことができる。聴覚支援アダプタ２２００を含むテンプルは、スピーカ２２１２
を含むことができる（図４０を参照のこと）。雑音消去ソフトウェアは、例えば配設され
たコンピュータ可読媒体上に記憶すること、又は配設されたプロセッサによってアクセス
及び処理することによって、これらの要素のいずれかに含めることができる。
【０２９３】
[0317]　いくつかの実施形態において、電子聴覚支援アダプタ２２００は、例えばテレビ
ジョン、コンピュータ、ラジオ、ＭＰ３プレーヤ、電話、或いは、教会、寺院、又は映画
館で使用されるリモート・オーディオ・デバイスなどの、任意のリモート・オーディオ・
デバイスとの間での無線通信を提供するための、トランシーバを含む。電子聴覚支援アダ
プタ２２００は、本明細書で開示された聴覚支援機能を実装するためのBluetooth（登録
商標）の関連付けられたすべての使用及び恩恵を提供するために、（Bluetooth（登録商
標）Ｌｏｗ－Ｅｎｅｒｇｙを含む）Bluetooth（登録商標）プロトコルに従って、オーデ
ィオを送信及び／又は受信することができる。いくつかの実施形態において、単一の聴覚
支援アダプタ２２００は、単一の聴覚支援テンプル２１１０を介して、又は複数の（例え
ば２つの）聴覚支援テンプル２１１０を介して、動作するように構成可能である。聴覚支
援テンプル２１１０は、眼鏡フレーム２１００の装着者に関する（録音されたか又はライ
ブの）オーディオ又は他の音声の聴き取りを強化するように構成されたテンプル２１１０
である。
【０２９４】
[0318]　いくつかの実施形態において、電子聴覚支援アダプタ２２００は、音響エネルギ
ーを電気インパルスに変換する、アナログ対デジタル（Ａ／Ｄ）変換器を含む。これらの
電気インパルスは、音声プロセッサ（デジタル又はアナログ）によって処理又は修正可能
である。音声プロセッサを出た電気インパルスは、アダプタ２２００（例えばテンプル２
１１０に取り付けるか又は含めることができる）内の小型スピーカ２２１２に送り込むこ
とができる。スピーカ２２１２は、音響エネルギーを中空テンプル２１１０内に集束させ
るように位置決め可能であり、結果として音波２３００は中空テンプルを通って同調ポー
ト２１３０へと進む（図４１を参照のこと）。いくつかの実施形態において、チャネルを
備えるか又は備えないテンプル２１１０は、中空テンプル２１１０内のチャネル２１３０
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のネットワークを介して、スピーカ２２１２の音声を強化するように設計及び構成可能で
あり、それによってテンプル２１１０の遠位端にある同調ポート２１３０は装着者にオー
ディオ信号を発する（図４２及び図４３を参照のこと）。いくつかの実施形態において、
中空テンプル２１１０は、内部スピーカ２２１２の周波数応答を強化するアダプタ内のス
ピーカ２２１２によって発せられる音響エネルギーを修正するオーディオ伝送線となるよ
うに構造化される（図４３を参照のこと）。
【０２９５】
[0319]　テンプル２１１０は、聴覚支援アダプタ２２００内のスピーカ２２１２から、同
調ポート２１３０と呼ばれるテンプル２１１０の遠位端２１２０内の小さな開口部を介し
て、外耳道に直接挿入される小型の耳栓、小型イヤホン、又はイヤホン２４１０（すべて
本開示では同じものを意味する）に向けて音響エネルギー２３００を送る、可撓性中空管
２４００を含むか又はその他の方法でこれに結合される、或いはそうでない場合がある（
図４４を参照のこと）。いくつかの実施形態において、管２４００は剛性であり、ユーザ
の耳に位置決めされるか、或いは、ユーザの耳に位置決めするように延長可能及び／又は
回転可能である。いくつかの実施形態において、管２４００は聴覚支援アダプタ２２００
に音響的に結合される。
【０２９６】
[0320]　テンプルは、増幅及び／又は処理された信号を、聴覚支援アダプタ２２００から
耳に向かって、及び／又は骨伝導を通じて送る、テンプル２１１０の遠位端２１２０に組
み込まれたスピーカ２４２０を含むか又は含まない場合がある（図４５を参照のこと）。
【０２９７】
[0321]　いくつかの実施形態において、電力はテンプル２１１０内に配置されたドッキン
グ・ステーションによって供給され、いくつかの実施形態では、電気聴覚支援アダプタ２
２００が必要な電力を提供し、いくつかの実施形態では、必要な電力は、ドッキング・ス
テーション接続と電気聴覚支援アダプタ２２００によって提供される電力の両方によって
、供給される。テンプル２１１０の外側表面は、装着者がテンプル２１１０の外側表面に
タッチすることによって活動化される、容量性スイッチを含むか又は含まない場合がある
。テンプル２１１０の外側表面上の容量性タッチ面は、指を前から後ろ又は後ろから前に
スワイプすることによって、音量コントロールとして使用することができるか又はできな
い場合がある。ドッキング・ステーションは、スマートフォン、ラップトップ、又はデス
クトップ・コンピュータへの無線（例えばBluetooth（登録商標））接続を提供すること
もできる。スマートフォン又はラップトップ・コンピュータで使用されるソフトウェア（
例えば聴覚支援アプリケーション）を使用して、聴覚支援アダプタの音声プロセッサと通
信するために、無線プロトコル（例えばBluetooth（登録商標））を使用するか又は使用
せずに増幅された音声の周波数応答を修正することができる。無線接続は、例えば、アダ
プタ２２００又は眼鏡フレーム２１００内に配置された無線（例えばBluetooth（登録商
標））チップ又は回路によって提供可能である。
【０２９８】
[0322]　いくつかの例示の実施形態は、以下の構成を含む。
【０２９９】
[0323]　眼鏡フレーム内のドッキング・ステーションに取り付けられる電子聴覚支援アダ
プタを含む、聴覚支援対応眼鏡。
【０３００】
[0324]　眼鏡フレーム内に少なくとも部分的に組み込まれたアダプタを含む、聴覚支援対
応眼鏡。
【０３０１】
[0325]　眼鏡フレーム内に完全に組み込まれたアダプタを含む、聴覚支援対応眼鏡。
【０３０２】
[0326]　１つのテンプル内に配置されたアダプタを含む、聴覚支援対応眼鏡。
【０３０３】
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[0327]　アダプタが１つのテンプル内に配置されるが、例えば、アナログ音響、有線、又
は無線様式で、両方のテンプル内の要素（例えばチャネル）に動作可能に接続されること
によって、両耳用の聴覚支援を提供するように構成された、聴覚支援対応眼鏡。
【０３０４】
[0328]　両方のテンプル内にアダプタを含む、聴覚支援対応眼鏡。
【０３０５】
[0329]　それぞれレンズ制御及び聴覚支援を提供するように構成された、レンズ制御及び
聴覚支援要素の両方を含む２重モジュールを含む、聴覚支援対応眼鏡。
【０３０６】
[0330]　装着者の外部外耳道に挿入されるように構成され、聴覚支援対応眼鏡のアダプタ
内のスピーカから音響エネルギーを伝送するように構成された、小型イヤホンを含む、聴
覚支援対応眼鏡。いくつかの実施形態では、小型イヤホン内にスピーカはない。
【０３０７】
[0331]　小型イヤホンを備えるか又は備えない、音声を増幅するように構成された眼鏡テ
ンプルの端部にスピーカを含む、聴覚支援対応眼鏡。
【０３０８】
[0332]　聴覚を更に強化するために、骨伝導を介して音響エネルギーを伝送するように構
成された１つ又は複数（例えば２つ）のテンプルを含む、聴覚支援対応眼鏡。
【０３０９】
[0333]　スマートフォン、テレビジョン、又は映画館のオーディオ・システムからデジタ
ル・オーディオ信号を受信するように構成されたフレーム又はドッキング・ステーション
内のアダプタに接続された無線（例えばBluetooth（登録商標））受信器を含む、聴覚支
援対応眼鏡。
【０３１０】
[0334]　本発明のいくつかの実施形態（本明細書で説明される実施形態の一部又はすべて
を含む）は、電子聴覚支援アダプタ２２００が常駐するか又は固定される眼鏡フレーム２
１００の内部に収容された矯正レンズ２５００を含むか、又はこれを受け取るようにも構
成される。矯正レンズ２５００は、例えば液体レンズ、機械運動レンズ、薄膜レンズ、及
び／又は電気活性レンズなどの、例えば従来の矯正レンズ及び／又は動的焦点矯正レンズ
を含む、任意の種類とすることができる。しかしながら、本明細書で開示された発明は、
矯正レンズを含む眼鏡に限定されない。
【０３１１】
[0335]　モバイル・デバイス及び電子眼鏡の感知及び警告同期化
【０３１２】
[0336]　電子眼鏡システム３０００は、眼鏡フレーム３１００及びアダプタ３２００を含
み得る。異なる特定のアダプタ３２００を異なるアプリケーション用に挿入又は固定可能
な、眼鏡フレーム３１００上に又は内部に配置される電子眼鏡ドッキング・ステーション
が、本明細書で説明される。各アダプタは、例えばタッチ・センサ、音響センサ、位置セ
ンサ、光センサ、生体センサ、及びＲＦトランシーバなどの感知のための、１つ以上の技
法及び構成要素を提供し、センサによって検出された信号のタイプ及び特徴に基づき、装
着者に対して１つ以上のアプリケーション及び／又は応答を開始するように構成可能であ
る。
【０３１３】
[0337]　本発明のいくつかの実施形態は、眼鏡フレームと、眼鏡フレームに結合されたア
ダプタと、眼鏡フレームから分離されたモバイル・デバイスとを含む、眼鏡システムを提
供し、アダプタはアプリケーション・ソフトウェアを含み、アダプタは、アプリケーショ
ン・ソフトウェアを介してアダプタと無線で通信するように構成される。
【０３１４】
[0338]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、アダプタはセンサを含む。
【０３１５】
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[0339]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、アダプタは警報構成要素を含む。
【０３１６】
[0340]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、アダプタは無線アンテナを含む。
【０３１７】
[0341]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、モバイル・デバイスはセンサを含
む。
【０３１８】
[0342]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、モバイル・デバイスは警報構成要
素を含む。
【０３１９】
[0343]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、モバイル・デバイスは無線アンテ
ナを含む。
【０３２０】
[0344]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、モバイル・デバイスは、制御信号
をモバイル・デバイスからアダプタに無線で送信するように構成されたアプリケーション
・ソフトウェアを含む。これにより、モバイル・デバイスとアダプタとを同期し、警報及
び他の信号をそれらの間で通信するのを支援するのに役立つことができる。
【０３２１】
[0345]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、センサは、加速度計、ジャイロセ
ンサ、容量タッチ・センサ、誘導タッチ・センサ、抵抗タッチ・センサ、圧力センサ、光
検出器、紫外線センサ、レーザ・センサ、マイクロフォン、放射センサ、磁気センサ、温
度センサ、湿度センサ、イメージ・センサ、生体センサ、ＲＦトランシーバ、音響又は超
音波レーダ、及びレーザ距離センサのうちの、１つ又は複数を含む。
【０３２２】
[0346]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、警報構成要素は、スピーカ、小型
イヤホン、イヤホン、発光ダイオード、ライト、眼鏡レンズ又はビデオ・スクリーンに組
み込まれるか又は投影されるディスプレイ、モーター、ソレノイド、アクチュエータ、及
び圧電構成要素のうちの、１つ又は複数を含む。
【０３２３】
[0347]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、アダプタ及びモバイル・デバイス
は、Bluetooth（登録商標）、Bluetooth（登録商標）Low Energy、ZigBee（登録商標）、
赤外線、レーザ、無線周波、マイクロ波、超音波、及び音声のうちの、１つ又は複数を含
む無線プロトコルによって通信するように構成される。
【０３２４】
[0348]　いくつかの実施形態において、ユーザは、能動的（例えばカメラによって感知さ
れたしぐさをまねることによる）又は受動的（例えば心拍数センサが警告しきい値を超え
るユーザの心拍数の上昇を検出することによる）な、センサとの対話によって、アダプタ
又はモバイル・デバイスの動作を制御することができる。例えば、眼鏡システムのいくつ
かの実施形態において、アダプタは、アダプタの１つ以上のセンサから受信した信号に応
答して、アダプタの１つ以上の警報構成要素をトリガするように構成され、信号は装着者
の動作に基づき、装着者の動作は１つ以上のセンサによって検出される。更に例えば、眼
鏡システムのいくつかの実施形態において、アダプタはセンサを含み、センサは装着者の
動作を検出するように構成され、アダプタはセンサによって検出された装着者の動作に基
づいてモバイル・デバイスに無線信号を送信するように構成される。更に例えば、眼鏡シ
ステムのいくつかの実施形態において、モバイル・デバイスは、モバイル・デバイスの１
つ以上のセンサから受信した信号に応答して、モバイル・デバイスの１つ以上の警報構成
要素をトリガするように構成され、信号は装着者の動作に基づき、装着者の動作は１つ以
上のセンサによって検出される。更に例えば、眼鏡システムのいくつかの実施形態におい
て、モバイル・デバイスはセンサを含み、センサは装着者の動作を検出するように構成さ
れ、モバイル・デバイスは、センサによって検出された装着者の動作に基づいてアダプタ
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に無線信号を送信するように構成される。
【０３２５】
[0349]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、モバイル・デバイスは、有線接続
及び無線接続のうちの１つ又は複数によってアプリケーション・ソフトウェアをインスト
ールするように構成される。
【０３２６】
[0350]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、無線接続は、インターネット、イ
ントラネット、及びリモート・デバイスのうちの１つ又は複数への接続を含む。
【０３２７】
[0351]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、有線接続は、モバイル・デバイス
の入力ポートを介した、インターネット、イントラネット、リモート・デバイス、及び取
り外し可能ストレージのうちの１つ又は複数への接続を含む。
【０３２８】
[0352]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、入力ポートは、ＳＤカード・スロ
ット及びＵＳＢポートのうちの１つ又は複数を含む。
【０３２９】
[0353]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、アプリケーション・ソフトウェア
は、モバイル・デバイスのセンサ、モバイル・デバイスの警報構成要素、及びモバイル・
デバイスの無線アンテナを介した通信を、制御するように構成される。
【０３３０】
[0354]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、アプリケーション・ソフトウェア
は、アダプタの少なくとも１つのセンサ又は警報構成要素を、モバイル・デバイスの少な
くとも１つのセンサ又は警報構成要素と同期させるように構成される。
【０３３１】
[0355]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、アプリケーション・ソフトウェア
は、テキスト・メッセージング、電話をかけること、オーディオ及びビデオを記録するこ
と、ゲーミング、視覚的監視、健康関係の監視、ユーザの位置決め、及びインターネット
又は電話網からのメッセージの送受信のうちの、１つ又は複数を管理するように構成され
る。
【０３３２】
[0356]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、アダプタは、アダプタのセンサか
ら受信した信号に基づいて、アプリケーション・ソフトウェアの１つ以上の機能をトリガ
するように構成される。
【０３３３】
[0357]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、１つ以上の機能は無線プロトコル
を使用してトリガされる。
【０３３４】
[0358]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、アダプタの少なくとも１つの機能
は、モバイル・デバイスへのユーザ入力によって動作するように構成される。
【０３３５】
[0359]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、少なくとも１つの機能は警報機能
である。
【０３３６】
[0360]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、モバイル・デバイスは、ラップト
ップ・コンピュータ、タブレット・コンピュータ、及びモバイル・フォンのうちの１つ又
は複数を含む。
【０３３７】
[0361]　いくつかの実施形態において、電子眼鏡システム３０００はモバイル・デバイス
３３００を含むことができる。例えば携帯電話、タブレット・コンピュータ、又はラップ
トップ・コンピュータなどのモバイル・デバイス３３００、及びそれらのアプリケーショ
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ン・ソフトウェア３３１０は、例えばテキスト・メッセージング、音声メッセージング、
警報、ゲーミングなどの、多数のアプリケーションを提供することができる。しかしなが
ら、多くの場合、ユーザのモバイル・デバイス３３００は、連絡可能な距離内でないか又
は聞こえない可能性があるため、メッセージ又は通信はユーザによって迅速に受信されな
い可能性がある。通信が、例えばユーザの自宅での不法侵入を知らせる重要な呼び出しな
ど、ユーザにとって重要である場合、ユーザはこの通信に気付かない場合がある。
【０３３８】
[0362]　電子眼鏡及びモバイル・デバイスの両方を無線で結合することによって、例えば
、両方のユニットのメッセージング、表示、及び警報システムを同期化すること、及び／
又はデバイスを別のデバイスからリモートに制御することなどの動作が達成されるため、
より便利であり、より信頼できる高速な通信を、ユーザに適用することができる。
【０３３９】
[0363]　１つ以上のセンサ３２１０が、例えば加速度計、容量タッチ・センサ、容量タッ
チ・センサ、誘導タッチ・センサ、抵抗タッチ・センサ、マイクロフォン、光検出器、ビ
デオ・カメラ、圧力センサ、温度センサ、湿度センサ、生体センサ、ＲＦトランシーバ、
レーザ距離センサ、加速度計、ジャイロセンサ、紫外線センサ、レーザ・センサ、放射セ
ンサ、磁気センサ、イメージ・センサ、及び音響又は超音波レーダを含む、電子眼鏡フレ
ーム３１００用の電子眼鏡交換可能アダプタ３２００で使用することができる。
【０３４０】
[0364]　いくつかの実施形態において、センサ３２１０は、例えば指でタッチ、指で押す
、指でスワイプする、音声、又は身体の位置などの、装着者の動作から、或いは例えば体
温、皮膚の水分、心拍数などの、装着者の身体パラメータから、或いは例えば紫外線光の
強さ、ＲＦＩＤ検出、通信信号などの、何らかの他の事前に定義された（例えば装着者に
とって重要な）環境信号から、或いは、物体を（例えば、物体（例えばターゲット）から
跳ね返されるＲＦ、音声、超音波、光、又はレーザ信号のエコーによって）検出及び／又
は識別するためにモジュールによって放出及び受信される信号から、制御信号を受信する
ことが可能であり、アダプタ３２００は、センサ３２１０によって生成された制御信号を
処理し、制御信号の受信に応答して対応する機能を活動化することが可能である。
【０３４１】
[0365]　いくつかの実施形態において、アダプタ３２００は、無線通信構成要素（例えば
無線アンテナ）を介して、モバイル・デバイス３３００の無線通信構成要素（例えば無線
アンテナ）に、（例えば、Bluetooth（登録商標）、赤外線、又は超音波などの無線プロ
トコルを使用する無線伝送３４００によって）信号を無線で送信することが可能であり（
図４６を参照のこと）、これにより、例えばモバイル・デバイス３３００のアプリケーシ
ョン・ソフトウェア３３１０（例えばモバイル・デバイス３３００のメモリに記憶された
事前にダウンロードされたアプリケーション）の初期化、電話番号（例えばモバイル・デ
バイス３３００のメモリに記憶された電話番号）をダイヤルすること、装着者の身体パラ
メータをデータベースに記録すること、又は、装着者のデータ（例えば動作、身体パラメ
ータ、環境に関するデータ）をヘルスケア・プロバイダに報告すること、などの動作を、
モバイル・デバイス３３００又は他のデバイスでトリガすることができる。
【０３４２】
[0366]　いくつかの実施形態において、モバイル・デバイス３３００上のアプリケーショ
ン・ソフトウェア３３１０は、電子眼鏡アダプタ３２００に制御信号を無線で送信するこ
と、並びに、例えばスピーカ３２２０（例えば小型イヤホン又はイヤホンを含む）を介し
て音声（例えばブザー）を発すること、ＬＥＤ、ライト、或いは、眼鏡レンズ又は小型ビ
デオ・スクリーンに組み込まれるか又はこれらに投影されるディスプレイなどの、可視警
報３２３０を出力すること、及び、モーター、ソレノイド、アクチュエータ、又は圧電構
成要素などの振動警報３２４０を活動化することなどの、電子眼鏡アダプタ３２００の１
つ以上の事前に定義された機能をトリガすることも可能である。
【０３４３】
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[0367]　例えば、いくつかの実施形態において、アプリケーション・ソフトウェア３３１
０が２つのデバイス（例えば眼鏡フレーム３１００のアダプタ３２００及びモバイル・デ
バイス３３００）を無線で同期化した後、両方のユニットの可聴、可視、又は機械的警報
システムは、互いにシームレスに動作することができる。例えば、同期化されたモバイル
・デバイス３３００が、例えば着信呼、テキスト・メッセージ、又はタイマなどの特定の
イベントによって活動化された場合は必ず、同期化された眼鏡フレーム３１００は同様の
警報を装着者にも発行することになる。眼鏡フレーム３１００は装着者によって装着され
るため、アダプタ３２００の警報及び／又は信号発信構成要素は、装着されていないモバ
イル・デバイスよりも信頼性の高い警報（及び適用可能であれば関連付けられたイベント
）認識を提供することができる。
【０３４４】
[0368]　いくつかの実施形態において、モバイル・デバイス３３００上のアプリケーショ
ン・ソフトウェア３３１０は、例えば、１つ以上の記憶された電話番号をダイヤルするこ
と、テキスト・メッセージを表示すること、（例えば振動又は可聴出力によって）警報を
開始すること、ゲーミング、ビデオ・カメラをオープンすること、又はオーディオ及び／
又はビデオを記録することなどの、様々な機能をユーザがセットアップできるようにする
。これら及び他の機能は、モバイル・デバイス３３００又は電子眼鏡アダプタ３２００で
、ユーザによってトリガすることができる。アプリケーション・ソフトウェアは、モバイ
ル・デバイス、電子眼鏡、又はその両方にロード可能であることを理解されたい。また、
いくつかの実施形態において、アプリケーション・ソフトウェアは、モバイル・デバイス
３３００から眼鏡アダプタ３２００へ（例えば有線又は無線接続を介して）アップロード
及び／又はアップグレードすることが可能であるため、眼鏡アダプタ３２００は常に最新
のアプリケーションを有することができる。
【０３４５】
[0369]　眼鏡用アダプタ（例えば対話型マスタ・アダプタ（ＩＭＡ））
【０３４６】
[0370]　本発明のいくつかの実施形態において、アダプタ（又は対話型マスタ・アダプタ
）は、眼鏡に対して取り外し可能に固定可能であり、アダプタのセンサによって受信され
た入力に基づいて装着者に様々な出力を提供することによって、眼鏡の機能を拡張するこ
とが可能である。
【０３４７】
[0371]　本発明のいくつかの実施形態は、防水ハウジング、ハウジングの中又は上に配設
されたスイッチ、及びハウジング内に配設された無線トランシーバを含む、アダプタを提
供し、アダプタは眼鏡への取り付け及び取り外しが可能なように構成され、アダプタは、
アダプタとは分離されて眼鏡に結合された電源から、電力を受け取るように構成される。
【０３４８】
[0372]　アダプタのいくつかの実施形態において、アダプタはカメラを更に含み、アダプ
タはカメラによってキャプチャされた人物の顔のイメージに基づいて人物を認識するよう
に構成され、アダプタは認識された人物の名前表現を出力するように構成される。これに
よって、装着者が観察している人物を認識するのを支援することができる。
【０３４９】
[0373]　アダプタのいくつかの実施形態において、アダプタはマイクロフォンを更に含み
、アダプタはマイクロフォンによってキャプチャされた人物の声のオーディオ・サンプル
に基づいて人物を認識するように構成され、アダプタは認識された人物の名前表現を出力
するように構成される。これによって、装着者が会話を聞いている人物を認識するのを支
援することができる。
【０３５０】
[0374]　アダプタのいくつかの実施形態において、アダプタはカメラ及びマイクロフォン
を更に含み、アダプタは、カメラによってキャプチャされた人物の顔のイメージと、マイ
クロフォンによってキャプチャされた人物の声のオーディオ・サンプルとの組み合わせに
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基づいて、人物を認識するように構成され、アダプタは認識された人物の名前表現を出力
するように構成される。
【０３５１】
[0375]　アダプタのいくつかの実施形態において、アダプタは、アダプタとは分離されア
ダプタと通信しているスピーカを介して、認識された人物の名前表現を出力するように構
成され、スピーカは眼鏡のフレームに結合される。
【０３５２】
[0376]　アダプタのいくつかの実施形態において、アダプタは第三者アプリケーションと
対話するように構成される。これによって、第三者が開発したデータベース又は他のアプ
リケーションと対話するためのアダプタの機能を拡張することが可能であり、人物を認識
するための探索時の取り出し元である、より広範囲のデータ・プールを提供することがで
きる。
【０３５３】
[0377]　アダプタのいくつかの実施形態において、アダプタは、携帯電話、手首ディスプ
レイ、及びコンピュータのうちの少なくとも１つと通信するように構成される。
【０３５４】
[0378]　アダプタのいくつかの実施形態において、アダプタはカメラを更に含み、アダプ
タは、カメラによってキャプチャされたイメージをリモートの手首装着可能ディスプレイ
に表示するために伝送するように構成される。
【０３５５】
[0379]　アダプタのいくつかの実施形態において、電源は眼鏡のフレーム内に配設される
。
【０３５６】
[0380]　本発明のいくつかの実施形態は、防水ハウジング、ハウジング内に配設されたス
イッチ、及びハウジング内に配設された無線トランシーバを含む、アダプタと、眼鏡フレ
ーム内に配設された電源を含む眼鏡フレームとを含む、眼鏡システムを提供し、アダプタ
は眼鏡フレームへの取り付け及び取り外しが可能なように構成され、電源はアダプタに電
力を供給するように構成される。
【０３５７】
[0381]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、眼鏡システムはカメラを更に含み
、アダプタはカメラによってキャプチャされた人物の顔のイメージに基づいて人物を認識
するように構成され、アダプタは認識された人物の名前表現を出力するように構成される
。
【０３５８】
[0382]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、眼鏡システムはマイクロフォンを
更に含み、アダプタはマイクロフォンによってキャプチャされた人物の声のオーディオ・
サンプルに基づいて人物を認識するように構成され、アダプタは認識された人物の名前表
現を出力するように構成される。
【０３５９】
[0383]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、眼鏡システムはカメラ及びマイク
ロフォンを更に含み、アダプタは、カメラによってキャプチャされた人物の顔のイメージ
と、マイクロフォンによってキャプチャされた人物の声のオーディオ・サンプルとの組み
合わせに基づいて、人物を認識するように構成され、アダプタは認識された人物の名前表
現を出力するように構成される。
【０３６０】
[0384]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、アダプタは、アダプタとは分離さ
れアダプタと通信しているスピーカを介して、認識された人物の名前表現を出力するよう
に構成され、スピーカは眼鏡フレームに結合される。
【０３６１】
[0385]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、アダプタは第三者アプリケーショ
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ンと対話するように構成される。
【０３６２】
[0386]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、眼鏡システムは、携帯電話、手首
ディスプレイ、及びコンピュータのうちの少なくとも１つを更に含み、アダプタは、携帯
電話、手首ディスプレイ、及びコンピュータのうちの少なくとも１つと通信するように構
成される。
【０３６３】
[0387]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、眼鏡システムは、手首装着可能デ
ィスプレイを更に含み、アダプタはカメラを更に備え、アダプタは、カメラによってキャ
プチャされたイメージを表示するためにリモートの手首装着可能ディスプレイに伝送する
ように構成される。
【０３６４】
[0388]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、眼鏡システムはディスプレイ及び
入力を含むリモート・ユニットを更に含み、アダプタはカメラを更に含み、アダプタは、
カメラによってキャプチャされたイメージを、ディスプレイ上に表示するためにリモート
・ユニットに伝送するように構成され、リモート・ユニットは、ユーザの入力操作に応答
してカメラの機能を制御するために、制御信号をアダプタに伝送するように構成される。
【０３６５】
[0389]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、電源は眼鏡フレーム内に配設され
る。
【０３６６】
[0390]　本発明のいくつかの実施形態に従った眼鏡システム４０００は、眼鏡フレーム４
１００及びフレーム４１００に結合されたアダプタ４２００を含むことができる。いくつ
かの実施形態において、アダプタ４２００はフレーム４１００のテンプル４１１０の前部
に取り付けられる（図４７を参照のこと）。いくつかの実施形態において、アダプタ４２
００は防水である。
【０３６７】
[0391]　いくつかの実施形態において、眼鏡システム４０００はテンプル４１１０内に（
例えばテンプル４１１０の後部に）聴取ポート４１１２を含む。聴取ポートは、装着者に
よる音声の聴取を容易にするために、アダプタ４２００から受信したオーディオ信号を出
力することができる（図４８を参照のこと）。
【０３６８】
[0392]　いくつかの実施形態において、眼鏡システム４０００は、装着者による多焦点又
は単一の視覚視野を容易にするために、電気活性レンズ及び／又は電気クロム・レンズ４
１２０を含む（図４８を参照のこと）。
【０３６９】
[0393]　いくつかの実施形態において、アダプタ４２００は眼鏡フレーム４１００への取
り付け及び取り外しが可能である（図４９及び図５０を参照のこと）。いくつかの実施形
態において、アダプタ４２００は、例えば容量スイッチ、Bluetooth（登録商標）チップ
、加速度計、マイクロプロセッサ、指向性マイクロフォンカメラ４２１２（図５１を参照
のこと）、メモリ・ストレージ、バイブレータ、ＧＰＳ受信器、セル式アンテナ、及び携
帯電話を含む、１つ以上の電子構成要素４２１０を含む（図４９を参照のこと）。いくつ
かの実施形態において、眼鏡フレーム４１００は、例えば電源４１２２（図５２を参照の
こと）、スピーカ、及び電気伝導構成要素を含む、１つ以上の電子構成要素４１２０を含
む。例えば電源４１２２は、テンプル４１１０内（例えば図５２に示されるように各テン
プル４１１０の後部）に配置可能であり、アダプタ４２００に電力を提供するように構成
可能である。いくつかの実施形態において、電源４１２２は再充電可能とすることができ
る。
【０３７０】
[0394]　いくつかの実施形態において、アダプタ４２００はオーディオ及び電気コネクタ
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４２２０を含むことができる。コネクタ４２２０は、アダプタ４２００をフレーム４１０
０の構成要素４１２０に接続するために（図５０を参照のこと）、フレーム４１００の（
雌レセプタクル（female receptacle））ドックによって受け取られるように構成可能で
ある。
【０３７１】
[0395]　いくつかの実施形態において、アダプタ４２００は、データをアダプタ４２００
にアップロードするため、及びデータをアダプタ４２００からダウンロードするための、
データ・ポート４２３０を含むことができる。例えば、アダプタ４２００の構成要素４２
１０を制御するためのソフトウェアは、データ・ポート４２３０を介してアダプタ４２０
０にアップロード可能であり、例えばカメラ４２１２によって記録されたイメージなどの
ユーザ・データは、データ・ポート４２３０を介して（例えばコンピュータ上に表示する
か又はインターネットにアップロードするために）ダウンロード可能である。いくつかの
実施形態において、データ・ポート４２３０は、リモート・ソースからアダプタ４２００
に電力を提供するための電力ポートとしても機能することができる。いくつかの実施形態
において、データ・ポート４２３０は、ＵＳＢ（ユニバーサル・シリアル・バス）標準（
例えばマイクロＵＳＢ標準）に準拠している。いくつかの実施形態において、データ・ポ
ート４２３０は使用のために伸長し、収納のために格納することができる。図５３は、格
納構成状態のデータ・ポート４２３０を示す。図５４は、伸長構成状態のデータ・ポート
４２３０を示す。
【０３７２】
[0396]　いくつかの実施形態において、眼鏡システム４０００は取り外し可能スピーカ４
３００を含むことができる（図５５を参照のこと）。スピーカ４３００は、例えば聴取イ
ヤホン（hearing bud）とすることができる。スピーカ４３００は、アダプタ４２００か
らオーディオ信号を受信するために聴取ポート４１１２に差し込むことができる。聴取ポ
ート４１１２は、電力スピーカ４３００に支持及び電気接続を提供することができる。い
くつかの実施形態において、スピーカ４３００は電源内蔵型とすることができる。しかし
ながらいくつかの実施形態では、聴取ポート４１１２はスピーカなしでオーディオ信号を
出力するように機能する（図５６を参照のこと）、及び／又は、スピーカ４３００が聴取
ポート４１１２に取り付けられたときにスピーカ４３００に対する電気コネクタとして機
能する。
【０３７３】
[0397]　いくつかの実施形態において、眼鏡システム４０００は、リモート・デバイス４
４００を含むことができる。いくつかの実施形態において、アダプタ４２００は無線信号
３４１０を使用してデータをリモート・デバイス４４００に伝送する。例えばアダプタ４
２００は、リモート・デバイス４４００のディスプレイに表示するためにイメージを伝送
することができる。リモート・デバイス４４００は、例えば携帯電話（図５９を参照のこ
と）、ラップトップ・コンピュータ、デスクトップ・コンピュータ、タブレット・コンピ
ュータ、又はウェアラブル電子デバイスなどの、任意の好適なデバイスとすることができ
る。いくつかの実施形態において、リモート・ディスプレイは（例えば図５７に示される
ような）手首装着型ディスプレイとすることができる。いくつかの実施形態において、リ
モート・デバイス４４００のコントロールは、アダプタ４２００の動作を制御するために
ユーザによる操作が可能である。例えばユーザは、写真を取る対象物方向に自分の頭部を
向け（それによってカメラ４２１２を対象物方向に向ける、図５８の矢印４５１０を参照
のこと）、カメラによってキャプチャされるライブ・イメージを表示しているリモート・
デバイス４４００のディスプレイを見下ろして（図５８の矢印４５２０を参照のこと）、
撮影の対象物がフレーム内に入っていることを確認することができる。次にユーザは、リ
モート・デバイス４４００上のキーを押し、カメラ４２１２に写真を撮影させることがで
きる。リモート・デバイス４４００からの制御信号は、例えば無線信号３４１０によって
アダプタ４２００に伝送可能である。いくつかの実施形態において、アダプタ４２００は
リモート・デバイス４４００の第三者アプリケーションと通信及び対話することができる
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。
【０３７４】
[0398]　いくつかの実施形態において、眼鏡システム４０００（図６０を参照のこと）は
感知された人物を識別し、感知された人物の識別を眼鏡システム４０００のユーザに通信
するように構成される。例えばいくつかの実施形態において、感知された人物のイメージ
をカメラ４２１２が記録し、及び／又は、感知された人物によって出力された音声（例え
ば発話）をマイクロフォン４２１４が記録し、これらの記録をリモート・デバイス４４０
０（例えば携帯電話（スマートフォン））に送信する。いくつかの実施形態において、こ
のデータは無線伝送３６００（例えばBluetooth（登録商標））を介して送信される。リ
モート・デバイス４４００は、この記録を既知の人物のデータベースと（例えばインター
ネット又はイントラネットへの接続を介してローカル又はリモートに）比較すること、又
は、この記録を比較のために他の場所（例えばクラウド・ベースのインターネット・サー
ビス）に送信することができる。記録が既知の人物の顔及び／又は声と合致した場合、既
知の人物に関する情報を（必要であれば、リモート・デバイス４４００によって受信され
た後に）リモート・デバイス４４００からアダプタ４２００に伝送し、ユーザに（例えば
可聴的又は可視的に）出力することが可能である。例えば聴取ポート４１１２、スピーカ
４３００、又はモバイル・デバイス４４００のスピーカが、識別された人物の名前のオー
ディオ信号３７００を出力すること、及び／又は、リモート・デバイス４４００が人物の
名前を表示することが可能である（図６２を参照のこと）。いくつかの実施形態において
、識別された人物に関する情報はインターネット（例えば、Linkedin（登録商標）、Face
book（登録商標）、Myspace（登録商標）などのソーシャル・メディア・ウェブサイト）
から収集し（図６１を参照のこと）、リモート・デバイス４４００又はアダプタ４２００
のディスプレイ（例えばアダプタ４２００のプロジェクタによって投影される）に表示す
ることが可能である（図６１を参照のこと）。
【０３７５】
[0399]　ワイヤレス・キーボードを投影する眼鏡
【０３７６】
[0400]　ヘッドアップ・ディスプレイを含む眼鏡の問題点は、眼鏡上にディスプレイを提
供することによって、眼鏡はもはや許容可能なファッション眼鏡ではなく、むしろ新しい
形の眼鏡に見えることである。更に、一般に眼鏡に関連付けられたディスプレイを用いる
場合、眼鏡に関連付けられたディスプレイ上のイメージを監視することも可能な、電子メ
ールに返信するか又はこれを開始するためのキーボードの使用が容易でなくなる。ユーザ
は、通常、このためにセパレート式の大型キーボードを運ぶことを望まず、小型のキーボ
ードはユーザのキーボードに対するニーズを満たすにはしばしば小さ過ぎる。仮想キーボ
ードは、ユーザに対して（触覚又は聴覚的な）フィードバックが提供されないことにより
、ユーザの入力が困難な場合がある。
【０３７７】
[0401]　したがって、キーボードと通信する眼鏡（及びその逆に、キーボードが小さく、
コンパクトで、持ち運びやすく、打鍵の際にフィードバックが提供され、使いやすいこと
）が求められている。
【０３７８】
[0402]　本発明のいくつかの実施形態は、例えば携帯電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）、タ
ブレット、コンピュータ、ラップトップなどの小型及び大型の電子デバイスに、単純で便
利なキーボードを提供する。いくつかの実施形態において、キーボードはポータブルで持
ち運びやすく、ユーザに対する（触覚又は聴覚的な）感覚反応又はフィードバックの形を
有する。いくつかの実施形態において、キーボードは堅固であり、防水、防湿、及び軽量
である。
【０３７９】
[0403]　本発明のいくつかの実施形態は、フレーム、フレームに結合されたアダプタ、ア
ダプタ内に配設されたプロジェクタ、及びアダプタ内に配設されたフィードバック機構を
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含む、眼鏡システムを提供し、プロジェクタは仮想キーボードを投影するように構成され
、フィードバック機構は、ユーザが仮想キーボードのキーをタッチすることに応答してフ
ィードバック信号を出力するように構成される。このように、ユーザは重い物理的なキー
ボードを持ち歩く必要なしに、投影された仮想キーボードを使用することが可能であり、
フィードバック機構を介してキーボード上での打鍵アクションからフィードバックを受け
取ることができる。
【０３８０】
[0404]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、フィードバック機構は振動アクチ
ュエータを含み、フィードバック信号は振動アクチュエータからの振動である。
【０３８１】
[0405]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、眼鏡は、仮想キーボードのキーに
タッチすることに応答して、装着者に感覚的なフィードバックを提供するように構成され
る。
【０３８２】
[0406]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、フィードバック信号は視覚信号、
振動信号、及び音響信号のうちの少なくとも１つである。
【０３８３】
[0407]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、プロジェクタは、ホログラフ・レ
ーザ・プロジェクタ、発光ダイオード・プロジェクタ、及び液晶ディスプレイ・プロジェ
クトのうちの１つである。
【０３８４】
[0408]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、眼鏡システムは第２のプロジェク
タを更に含む。
【０３８５】
[0409]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、第１のプロジェクタは仮想キーボ
ードを投影するように構成され、第２のプロジェクタは仮想キーボード上でのユーザの打
鍵の出力を投影するように構成される。
【０３８６】
[0410]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、プロジェクタはホログラムを投影
するように構成される。
【０３８７】
[0411]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、プロジェクタは、白黒イメージ、
グレースケール・イメージ、及びカラー・イメージのうちの少なくとも１つを投影するよ
うに構成される。
【０３８８】
[0412]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、プロジェクタは、静止画又は動画
のうちの少なくとも１つを投影するように構成される。
【０３８９】
[0413]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、プロジェクタは、仮想キーボード
に関連付けられた仮想ディスプレイに仮想キーボード上でのユーザの打鍵の出力を投影す
るように構成される。
【０３９０】
[0414]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、眼鏡システムはアダプタ内に配設
されたカメラを更に含み、プロジェクタはカメラによってキャプチャされたイメージを投
影するように構成される。
【０３９１】
[0415]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、アダプタは眼鏡に固定される。
【０３９２】
[0416]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、アダプタは眼鏡に取り外し可能な
ように結合される。
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【０３９３】
[0417]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、アダプタは防水である。
【０３９４】
[0418]　眼鏡システムのいくつかの実施形態において、アダプタは耐湿性である。
【０３９５】
[0419]　本発明のいくつかの実施形態は、眼鏡の装着者の視野内に仮想キーボード５３０
０を投影することが可能なプロジェクタ５２１０（例えば、ホログラフ・レーザ・プロジ
ェクション（ＨＬＰ）、発光ダイオード（ＬＥＤ）、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）など）
を含む眼鏡５０１０を含む、眼鏡システム５０００を含む。プロジェクタ５２１０は、任
意の眼鏡５０１０（例えば矯正眼鏡、サングラス、保護眼鏡、処方の要不要など）に組み
込むこと、眼鏡５０１０に部分的に組み込むこと、又は眼鏡５０１０の外部（例えば眼鏡
５０１０のフレーム５１００のテンプル５１１０）に取り付けることが可能である。いく
つかの実施形態において、プロジェクタ５２１０は、眼鏡５０１０への取り付け及び取り
外しが可能なアダプタ５２００のハウジング５２２０内に収容することによって、眼鏡５
０１０に固定することができる。アダプタ５２００は、前部５１０２又はテンプル５１１
０を含む眼鏡５０１０のいずれかの部分に、固定することができる。
【０３９６】
[0420]　いくつかの実施形態において、投影される仮想キーボード５３００は、眼鏡フレ
ーム５１００からユーザが打鍵可能な表面に投影することができる。仮想キー５３１０が
押されたときに、フィードバック（触覚又は聴覚的）をユーザに提供することができる。
例えばフィードバックは、仮想キーボード５３００上でキー５３１０が打鍵されたときに
、振動、オーディオ／音響フィードバックによって提供可能である。いくつかの実施形態
において、眼鏡５０１０は、仮想キーボード５３００のキー５３１０にタッチしたときに
振動を提供するための、振動アクチュエータ５２３０を（例えばアダプタ５２００内に）
含む。いくつかの実施形態において、スピーカ５２４０は音声（例えば、クリック、ブザ
ー、低音、中音、高音、装着者がタッチしたキーのアルファベット文字の可聴表現、タッ
チしたキーの数字の可聴表現、又は、タッチしたキーのグラフィック記号の可聴表現）を
通信する。いくつかの実施形態において、スピーカ５２４０は、例えば眼鏡５０１０に組
み込むこと、眼鏡５０１０に部分的に組み込むこと、眼鏡５０１０に完全に組み込むこと
、眼鏡５０１０に固定すること、又は、例えば小型イヤホンによって眼鏡５０１０の装着
者と無線通信することが可能である。いくつかの実施形態において、スピーカ５２４０は
アダプタ５２００内に配設可能である。
【０３９７】
[0421]　いくつかの実施形態において、眼鏡５０１０に関連付けられるプロジェクタ５２
１０は、ホログラムのイメージを含む任意のイメージを投影するものとすることができる
。イメージは静止画又は動画を形成することができる。イメージは２次元イメージ又は３
次元イメージとすることができる。イメージはカラー、白黒、又はグレースケールとする
ことができる。
【０３９８】
[0422]　いくつかの実施形態において、眼鏡５０１０の装着者は、仮想キーボード５３０
０のキー５３１０を打鍵したときに仮想キーボード５３００と同期される、感覚的フィー
ドバックを受信するだけでなく、打鍵している内容を、同じプロジェクタ５２１０（例え
ばＨＬＰ、ＬＥＤ、ＬＣＤなど）、或いは、同様に眼鏡５０１０に組み込まれた、眼鏡５
０１０に部分的に組み込まれた、又は眼鏡５０１０に取り付けられた、別のプロジェクタ
５２１０（例えばＨＬＰ、ＬＥＤ、ＬＣＤなど）のいずれかによって、仮想キーボード５
３００に隣接して表示することも可能である。この視覚的フィードバックは、例えばフィ
ードバック・ループを用いて同じプロジェクタ５２１０に提供することができる。
【０３９９】
[0423]　いくつかの実施形態において、第２のプロジェクタ５２１０を含む場合、第２の
プロジェクタ５２１０はそのイメージを、第１のプロジェクタ５２１０のイメージに部分
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的に重ねて、又は第１のプロジェクタ５２１０のイメージに隣接して、配置することがで
きる。いくつかの実施形態において、第１のプロジェクタ５２１０は、イメージのない輪
郭スペースと共に仮想キーボード５３００を投影し、第２のプロジェクタ５２１０はその
イメージを、イメージのない輪郭スペース内に投影されるように配置する。いくつかの実
施形態において、第１のプロジェクタ５２１０は仮想キーボード５３００を投影し、第２
のプロジェクタ５２１０はそのイメージを仮想キーボード５３００に隣接して投影される
ように配置するため、眼鏡５０１０の装着者は容易に見ることができる。いくつかの実施
形態において、第１のプロジェクタ５２１０は仮想キーボードを投影し、第２のプロジェ
クタ５２１０は、イメージの一部が仮想キーボード５３００のイメージと重なるようにそ
のイメージを投影する。
【０４００】
[0424]　いくつかの実施形態において、仮想キーボード５３００及び打鍵されているイメ
ージの両方を投影するために、１つのプロジェクタ５２１０のみが使用される。いくつか
の実施形態において、カメラ５２５０が眼鏡５０１０に組み込まれ、眼鏡５０１０に部分
的に組み込まれ、眼鏡５０１０に固定され、或いは取り付け及び取り外しが可能なアダプ
タ５２００によって眼鏡に固定され、このカメラ５２５０が打鍵されている対象物に向か
って（例えば手動で、リモートに、又は無線で）パンされた後一巡し、第２のプロジェク
タ５２１０又は第１のプロジェクタ５２１０のいずれかを使用して投影された仮想キーボ
ード５３００に隣接する投影されたイメージに戻る。いくつかの実施形態において、スク
リーン５４１０、仮想キーボード５３００、マウス５４２０などを含む、ライブのタッチ
・スクリーン５４００を投影することができる。
【０４０１】
[0425]　いくつかの実施形態において、カメラ５２５０は、タッチ・スクリーン５４００
及び／又は仮想キーボード５３００の領域、及びこれとのユーザの対話を監視する。ユー
ザ・アクティビティのイメージは、タッチしたキー５３１０又は部分に対応する出力を提
供すること、及び、タッチ（例えばキーボード５３００上のキー・タッチ）に応答してユ
ーザに対する感覚的応答又はフィードバック（触覚又は聴覚的）を開始することの、両方
のために、ユーザがタッチしたスクリーン５４１０の仮想キー又は他の部分を決定するよ
うに、イメージ処理ソフトウェア（例えば、記憶媒体に記憶されプロセッサを使用して動
作されるものであり、ここで記憶媒体及びプロセッサのいずれか又は両方は、アダプタ５
２００内に、又はアダプタ５２００からリモートに配設可能であり、アダプタと通信して
いる）によって処理される。
【０４０２】
[0426]　いくつかの実施形態において、プロジェクタ５２１０及び／又はカメラ５２５０
は、アダプタ・ハウジング５２２０に収容すること、アダプタ・ハウジング５２２０に固
定すること、アダプタ５２００内に組み込むこと、アダプタ５２００内に部分的に組み込
むこと、又はその他の方法でアダプタ５２００に固定することが可能である。いくつかの
実施形態において、アダプタ５２００は眼鏡５０１０への取り付け及び取り外しが可能で
ある。いくつかの実施形態において、アダプタ５２００は眼鏡のいずれかに配置されたド
ッキング・ステーション内にドッキングすることができる。
【０４０３】
[0427]　図６３は、第１のテンプル部５１１０及び第２のテンプル部５１１０を含むフレ
ーム５１００と、眼鏡５０１０に組み込まれた、眼鏡５０１０に部分的に組み込まれた、
又は眼鏡５０１０の外部に取り付けられた、アダプタ５２００と、アダプタ５２００に組
み込まれたプロジェクタ５２１０（又は複数のプロジェクタ５２１０）と、投影された仮
想キーボード５３００と、を含む、眼鏡５０１０を示す。
【０４０４】
[0428]　図６４は、第１のテンプル部５１１０及び第２のテンプル部５１１０を含むフレ
ーム５１００と、眼鏡５０１０に組み込まれた、眼鏡５０１０に部分的に組み込まれた、
又は眼鏡５０１０の外部に取り付けられた、アダプタ５２００と、アダプタ５２００に組
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ド５３００、仮想ディスプレイ５４１０、及び仮想マウス・パッド５４２０を含む（がこ
れらに限定されない）投影されたタッチパッド５４００と、を含む、眼鏡５０１０を示す
。
【０４０５】
[0429]　図６５は、眼鏡テンプル５１１０に接続するための例示の配置構成のアダプタ５
２００を示す。
【０４０６】
[0430]　図面を参照しながら説明した本発明の特定の実施形態の上記の説明は、本発明の
一般的な性質を完全に公開するものであるため、他者が当業者の知識を適用することで、
様々な適用例について、必要以上に実験をすることなく、本発明の一般的な概念を逸脱す
ることなく、こうした特定の実施形態を容易に修正及び／又は適合することが可能である
。
【０４０７】
[0431]　以上、本発明の様々な実施形態を説明してきたが、これらは単なる例として提示
したものであり、制限ではない。適合及び修正は、本明細書に提示された教示及び指導に
基づき、開示された実施形態の等価物の意味及び範囲内であることが意図されていること
が明らかであろう。したがって、当業者であれば、形式及び細部における様々な変更が、
本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく、本明細書で開示された実施形態に対して実行
可能であることが明らかとなろう。上記に提示された実施形態の要素は、必ずしも相互に
排他的ではないが、当業者であれば理解できるように、様々な必要性を満たすために相互
に交換可能である。
【０４０８】
[0432]　本明細書で使用される表現又は用語は、説明の目的であり制限的なものではない
ことが理解されよう。本発明の幅及び範囲は、上記で説明されたいかなる例示的実施形態
によっても制限されるものではなく、以下の特許請求の範囲及びその等価物に従ってのみ
定義されるものである。
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